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発電用原子炉施設に係る特定機器の設計の型式証明申請書 

本文及び添付書類の一部補正について 

 

令和3年9月16日付け Doc No. P営（原）008をもって申請しました発電用原子炉施設に係

る特定機器の設計の型式証明申請書の本文及び添付書類を下記のとおり一部補正いたしま

す。 

 

記 

 

発電用原子炉施設に係る特定機器の設計の型式証明申請書の本文及び添付書類を別添 1

及び別添 2 のとおり補正する。 

 

以 上 



 

別添 1 

 

 

 

 

 

本文の一部補正 

 

 



 別添 1-1 

本文を以下のとおり補正する。 

頁 行 補正前 補正後 

 

2 

 

 

上 13 

 

 

(1) 特定兼用キャスク単体と

して臨界を防止するための設計

方針 

 

 

 

 

(1) 特定兼用キャスク単体と

して臨界を防止するための設計

方針 

Hitz-P24 型は、次の a.から d.

により、特定兼用キャスク単体

として、使用済燃料を収納した

条件下で、貯蔵施設への搬入か

ら搬出までの乾燥状態、及び

Hitz-P24 型に使用済燃料集合

体を収納する際の冠水状態にお

いて、技術的に想定されるいか

なる場合でも、核燃料物質が臨

界に達するおそれのない設計と

する。 

2 上 16 …幾何学的配置に維持できる設

計とする。 

…幾何学的配置に維持する設計と

する。 

2 上 17

～18 

…ほう素を偏在することなく添加

した材料をバスケットの構成部材

に使用する設計とする。 

…ほう素を偏在することなく添加

した中性子吸収材を適切な位置に

配置する設計とする。 

2 上 19

～20 

c. Hitz-P24 型のバスケット

は、臨界防止上有意な変形を起

こさず、設計貯蔵期間 60 年間を

通じて構造健全性が保たれる設

計とする。 

c. Hitz-P24 型のバスケット

は、設計貯蔵期間中の温度、放射

線等の環境及びその環境下での

腐食等の経年変化に対して十分

な信頼性を有する材料を選定

し、必要とされる強度及び性能

を維持することで、臨界防止上

有意な変形を起こさず、設計貯

蔵期間 60 年間を通じて使用済

燃料集合体を所定の幾何学的配

置に維持するために必要な構造

健全性が保たれる設計とする。 

2 下 8～

10 

…中性子実効増倍率が最大とな

るように、乾燥状態及び冠水状

態ともに特定兼用キャスク中心

側に偏向して配置する。 

…中性子実効増倍率が最大とな

る配置とする。 
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頁 行 補正前 補正後 

2 下 4 ⑤使用済燃料集合体の燃焼に伴

う反応度低下は考慮しない。 

⑤燃焼度クレジット（使用済燃

料集合体の燃焼に伴う反応度低

下）は考慮しない。また、使用済

燃料集合体には可燃性毒物とし

てガドリニアを添加した燃料棒

が含まれる場合があるが、中性

子実効増倍率の評価にあたって

はガドリニアの存在を無視す

る。 

⑥バーナブルポイズン集合体は

考慮しない。 

2 下 1～

3 

e. 上記 a.から d.により、特定

兼用キャスク単体として、使用

済燃料集合体が冠水状態となる

こと等の技術的に想定されるい

かなる場合においても、核燃料

物質が臨界に達するおそれのな

い設計とする。 

（削除） 

3 上 1 (2) 特定兼用キャスク相互の

中性子干渉を考慮した臨界防止 

(2) 特定兼用キャスク相互の

中性子干渉を考慮した臨界防止

のための設計方針 

3 上 3～

4 

…上記における特定兼用キャス

ク単体による臨界防止評価にお

いて、… 

…上記(1)特定兼用キャスク単体

として臨界を防止するための設

計方針において、… 

3 上 6 …中性子干渉による影響は考慮

しており、… 

…中性子干渉による影響は考慮

され、… 

3 下 8～

9 

…特定兼用キャスクについて動

力を用いないで使用済燃料等の

崩壊熱を適切に除去するため、

… 

…特定兼用キャスクについて動

力を用いないで使用済燃料の崩

壊熱を適切に除去するため、… 

3 下 2～

3 

…燃料被覆管の温度において

は、… 

…燃料被覆管の温度について… 



 別添 1-3 

頁 行 補正前 補正後 

4 上 4～

5 

…当該燃料被覆管の温度につい

て、燃料被覆管の累積クリープ

歪みが… 

…当該燃料被覆管の温度につい

ては、燃料被覆管のクリープ破

損及び燃料被覆管の機械的特性

の低下を防止する観点から、燃

料被覆管の累積クリープひずみ

が… 

4 上 6～

7 

…水素化物の再配向により燃料

被覆管の機械的特性が低下しな

い温度以下となるように特定兼

用キャスクを設計する。 

…水素化物の再配向により燃料

被覆管の機械的特性が低下しな

い温度以下とし、使用済燃料集

合体の健全性が維持される温度

以下となるように特定兼用キャ

スクを設計する。 

4 上 14

～15 

…構成部材の健全性が保たれる

温度以下となる設計とする。 

…構成部材の健全性が保たれる

温度以下となる設計とする。 

また、Hitz-P24 型は、使用済

燃料集合体及び特定兼用キャス

クの温度が制限される値以下に

維持されていることを評価する

ために、特定兼用キャスク外表

面の温度を測定できる設計とす

る。 

4 下 14

～15 

…使用済燃料集合体を内封する

空間を負圧に維持できる設計と

する。 

…使用済燃料集合体を内封する

空間を負圧に維持できる設計と

する。負圧に維持できる設計に

より当該空間が不活性雰囲気に

保たれる。 

4 下 9 …その蓋間を正圧に維持するこ

とにより… 

…一次蓋と二次蓋との間の空間

部（以下「蓋間」という。）を正

圧に維持することにより… 

4, 

5 

下 1～

6, 

上 1 

(3) 特定兼用キャスクの閉じ

込め機能の修復性に関する考慮 

Hitz-P24 型は、万一の特定兼

用キャスクの閉じ込め機能の異

常に対して、二次蓋の閉じ込め

機能の異常が認められた場合に

は、使用済燃料集合体を内封す

る空間が負圧に維持されている

こと及び一次蓋が健全であるこ

とを確認のうえ、二次蓋の金属

ガスケットを交換し、閉じ込め 

また、Hitz-P24 型は、蓋間の圧

力を測定することにより閉じ込

め機能を監視できる設計とす

る。 
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頁 行 補正前 補正後 

  機能を修復できる設計とする。

また、一次蓋の閉じ込め機能に

異常があると考えられる場合に

は、三次蓋を取り付け、貯蔵建屋

の外へ搬出できる設計とする。 

 

5 上 5～

9 

(1) Hitz-P24型は、発電用原子

炉施設内の特定兼用キャスクを

用いた使用済燃料の貯蔵施設

（以下「貯蔵施設」という。）内

の床等に固定した状態で、耐震

評価において設計条件として設

定した、水平方向 2300Gal、鉛

直方向 1600Galの加速度により

作用する地震力に対して安全機

能が維持できるよう特定兼用キ

ャスクの本体胴等を設計する。 

(1) 地震による損傷の防止に

関する構造 

a. Hitz-P24 型は、地盤の十分

な支持を想定し、縦置きで貯蔵

架台に固定された特定兼用キャ

スクを基礎等に固定する設計と

する。また、Hitz-P24 型は、自

重その他の貯蔵時に想定される

荷重と「兼用キャスクが安全機

能を損なうかどうかをその設置

される位置のいかんにかかわら

ず判断するために用いる地震力

等を定める告示」（以下「兼用キ

ャスク告示」という。）に定める

地震力を組み合わせた荷重条件

に対して、特定兼用キャスクの

貯蔵架台に固定する支持部（下

部トラニオン）は、破断延性限界

に十分な余裕を有することで、

特定兼用キャスクが転倒せず、

特定兼用キャスクの安全機能に

影響を及ぼさない設計とする。 

b. Hitz-P24 型は、上記の荷重

条件に対して、特定兼用キャス

クの安全機能を担保する部位の

うち、閉じ込め機能を担保する

密封境界部は、おおむね弾性状

態に留まる設計とし、臨界防止

機能を担保するバスケットは、

臨界防止上有意な変形が生じな

い設計とする。その他の部位に

ついては、塑性ひずみが生じる

場合であっても、破断延性限界

に対して十分な余裕を有し、特

定兼用キャスクの安全機能を維

持する設計とする。 
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頁 行 補正前 補正後 

5 上 10

～13 

(2) Hitz-P24型は、特定兼用キ

ャスクを設置した施設への津波

の遡上を前提とし、浸水深 10m、

流速 20m/s による波力及び津波

による漂流物質量 100t による

衝突荷重に対して安全機能が維

持できるよう特定兼用キャスク

の本体胴等を設計する。 

(2) 津波による損傷の防止に

関する構造 

a. Hitz-P24 型は、兼用キャス

ク告示に定める津波による遡上

波の波力及び漂流物の衝突によ

る荷重が同時に作用する荷重条

件に対して、特定兼用キャスク

の安全機能が損なわれるおそれ

がない設計とする。 

b. Hitz-P24 型は、上記の荷重

条件に対して、特定兼用キャス

クの安全機能を担保する部位の

うち、閉じ込め機能を担保する

密封境界部は、おおむね弾性状

態に留まる設計とし、臨界防止

機能を担保するバスケットは、

臨界防止上有意な変形が生じな

い設計とする。その他の部位に

ついては、塑性ひずみが生じる

場合であっても、破断延性限界

に対して十分な余裕を有し、特

定兼用キャスクの安全機能を維

持する設計とする。 

5 上 14

～15 

(3) Hitz-P24 型は、最大風速

100m/s の竜巻及び想定される

飛来物に対して、安全機能が維

持できるよう特定兼用キャスク

の本体胴等を設計する。 

(3) 竜巻による損傷の防止に

関する構造 

a. Hitz-P24 型は、兼用キャス

ク告示に定める竜巻による荷重

及び設計飛来物の衝突による荷

重を組み合わせた荷重条件に対

して、特定兼用キャスクの安全

機能が損なわれない設計とす

る。Hitz-P24 型に衝突し得る設

計飛来物は、「原子力発電所の竜

巻影響評価ガイド」を踏まえて、

飛来物の種類、寸法、質量及びそ

の最大速度を設定する。 

b. Hitz-P24 型は、上記の荷重

条件に対して、特定兼用キャス

クの安全機能を担保する部位の

うち、閉じ込め機能を担保する

密封境界部は、おおむね弾性状

態に留まる設計とし、臨界防止

機能を担保するバスケットは、

臨界防止上有意な変形が生じな 
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頁 行 補正前 補正後 

   い設計とする。その他の部位に

ついては、塑性ひずみが生じる

場合であっても、破断延性限界

に対して十分な余裕を有し、特

定兼用キャスクの安全機能を維

持する設計とする。 

5 下 7 (3) Hitz-P24 型は、三次蓋を取

り付けて輸送できる構造を有する

設計とする。 

（削除） 

5 下 5～

6 

(4) Hitz-P24 型は、貯蔵施設へ

の搬入、貯蔵及び搬出にかかる特

定兼用キャスクの取扱いにより生

じる荷重等に対して、安全機能を

維持できる設計とする。 

(3) Hitz-P24 型は、自重、内圧、

外圧、熱荷重等に加え、貯蔵施設

への搬入、貯蔵及び搬出にかかる

特定兼用キャスクの取扱いにより

生じる荷重を考慮しても、安全機

能を維持できる設計とする。 

(4) Hitz-P24 型は、バスケット

の構造部材に、アルミニウム合金

である HZ-A3004-H112 を使用

している。HZ-A3004-H112 は、

（一社）日本機械学会「使用済燃

料貯蔵施設規格 金属キャスク構

造規格」等に規定されていない材

料であることから、設計貯蔵期間

におけるバスケットの使用環境を

考慮して定めた適用範囲内で使用

する。HZ-A3004-H112 の設計用

強度は、設計貯蔵期間中の熱ばく

露（過時効条件：200℃→100℃×

60 年）に伴う強度低下（Mg 固溶

量の低下、Mn 系分散相の粗大化、

その他不純物元素の影響など）を

考慮するため、計算材料科学の計

算結果に基づいて化学成分を調整

（Mg 添加量を低減）した機械試

験用供試材に過時効熱処理を施

し、その材料試験から取得した材

料特性より保守的に設定してい

る。Hitz-P24 型のバスケットは、

保守的に設定した設計用強度を許

容応力に用いることにより、設計

貯蔵期間中の経年変化を考慮した

バスケットの構造健全性を維持す

る設計とする。また、HZ-A3004-

H112 は、バスケットの使用温度 
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頁 行 補正前 補正後 

   範囲において、延性を失わず脆性

破壊が生じないことをシャルピー

衝撃試験及び破壊靱性試験により

確認しており、靱性不足による破

壊に対して十分な余裕を有してい

る。 

6 上 15 なお、使用済燃料集合体を Hitz-

P24 型へ収納するに当たり、… 

使用済燃料集合体を Hitz-P24 型

へ収納するに当たり、… 

6 上 17 …バーナブルポイズン集合体を挿

入した状態で Hitz-P24 型へ収納

する場合がある。 

…バーナブルポイズン集合体を挿

入した状態で Hitz-P24 型へ収納

する場合がある。使用済燃料集合

体及びバーナブルポイズン集合体

の収納位置条件を第 2 図に示す。 

なお、17×17 燃料（A 型）と

17×17 燃料（B 型）は混載可能で

ある。 

6 下 3～

4 

特定兼用キャスクの貯蔵姿勢 

基礎等に固定する設置方法（縦

置き） 

特定兼用キャスクの設置方法 

基礎等に固定する設置方法 

特定兼用キャスクの設置方式 

貯蔵架台上に設置 

特定兼用キャスクの貯蔵姿勢 

縦置き 

7 上 3 特定兼用キャスク表面から 1m 離

れた位置における線量当量率 

100µSv/h 以下 

特定兼用キャスク表面における線

量当量率 

2mSv/h 以下 

特定兼用キャスク表面から 1m 離

れた位置における線量当量率 

100µSv/h 以下 

7 上 4 貯蔵施設における特定兼用キャス

ク周囲温度 

最低温度 -11℃ 

貯蔵施設における特定兼用キャス

ク周囲温度 

最低温度 -20℃ 

7 上 6 貯蔵施設における貯蔵建屋等壁面

温度 

最高温度 65℃ 

貯蔵施設における貯蔵建屋壁面温

度 

最高温度 65℃ 
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頁 行 補正前 補正後 

7 上 7～

8 

地震力 

加速度 

水平 2300Gal 

鉛直 1600Gal（注） 

速度 

水平 2m/s 

鉛直 1.4m/s（注） 

地震力 

加速度 

水平 2300Gal 

鉛直 1600Gal（注 1） 

速度 

水平 2m/s 

鉛直 1.4m/s（注 1） 

7 上 9～

11 

津波荷重の算出条件 

浸水深   10m（注） 

流速    20m/s（注） 

漂流物質量 100t（注） 

津波荷重の算出条件 

浸水深   10m（注 1） 

流速    20m/s（注 1） 

漂流物質量 100t 

7 上 12 竜巻荷重の算出条件 

風速 100m/s（注） 

竜巻荷重の算出条件 

風速    100m/s（注 1） 

設計飛来物 第1表のとおり（注

2） 

7 上 13

～14 

（注）「兼用キャスクが安全機能

を損なうかどうかをその設置され

る位置のいかんにかかわらず判断

するために用いる地震力等を定め

る告示」に規定される値 

（注 1）兼用キャスク告示に規定

される値 

（注 2）兼用キャスク告示に定め

る竜巻によって、特定兼用キャス

クに衝突し得る飛来物 

7 下 11

～12 

イ．Hitz-P24型を含めた特定兼用

キャスク周囲温度及び貯蔵施設に

おける貯蔵建屋等壁面温度が、前

項に示したそれぞれの最高温度以

下であること。 

イ．Hitz-P24型の設置場所の地盤

は、Hitz-P24型を十分に支持する

ことができる地盤であること。 

ロ．Hitz-P24型に使用済燃料集合

体を収納するに当たっては、特定

兼用キャスクの臨界防止機能に関

する評価で考慮した因子について

の条件又は範囲を逸脱しないよう

な措置、並びに、特定兼用キャス

クの遮蔽機能及び除熱機能に関す

る評価で考慮した使用済燃料集合

体の燃焼度に応じた使用済燃料集

合体の配置の条件又は範囲を逸脱

しないような措置が講じられるこ

と。 

ハ．Hitz-P24 型は、貯蔵建屋の損

傷によりその遮蔽機能が著しく低

下した場合においても、工場等周

辺の実効線量は周辺監視区域外に

おける線量限度を超えないこと。 

ニ．Hitz-P24型を貯蔵する貯蔵建 



 別添 1-9 

頁 行 補正前 補正後 

   屋は、特定兼用キャスクの除熱機

能を阻害しない設計であること。

また、貯蔵建屋の給排気口は、積

雪等により閉塞しない設計である

こと。 

ホ．Hitz-P24型を含めた特定兼用

キャスク周囲温度及び貯蔵施設に

おける貯蔵建屋壁面温度が、前項

に示したそれぞれの最高温度以下

であること。さらに、貯蔵建屋内

の周囲温度が異常に上昇しないこ

とを監視できること。 

7 下 5～

10 

ロ．Hitz-P24 型を使用した場合、

貯蔵施設の貯蔵架台が、前項に示

した地震力に対しておおむね弾性

状態に留まる範囲で耐え得る設計

であること。 

ハ．火災等、津波及び外部からの

衝撃については、貯蔵施設で想定

される条件において Hitz-P24 型

の安全機能が損なわれないこと。 

ニ．貯蔵施設の設計想定事象を選

定し、設計想定事象が発生した場

合において、Hitz-P24型の安全機

能が損なわれないこと。 

ヘ．Hitz-P24型の万一の閉じ込め

機能の異常に対する修復性の考慮

がなされていること。 

ト．地震時の周辺施設からの波及

的影響によって、Hitz-P24型の安

全機能が損なわれないこと。 

チ．竜巻により Hitz-P24 型に衝

突し得る設計飛来物の条件が、前

項に示した設計飛来物の条件に包

絡されていること。 

7 下 1～

4 

発電用原子炉施設の設計及び工

事の計画の認可の申請までに別途

確認しなければならない事項等の

条件は以下のとおりである。 

ホ．核燃料物質等の工場又は事業

所の外における運搬に関する規則

の規定に基づく容器の設計に関す

る原子力規制委員会の承認を受け

ること。 

リ．原子炉等規制法第四十三条の

三の九第 1項に基づく設計及び工

事の計画の認可の申請までに核燃

料物質等の工場又は事業所の外に

おける運搬に関する規則第二十一

条第 2項の規定に基づく輸送容器

の設計に関する原子力規制委員会

の承認を受けること。 
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頁 行 補正前 補正後 

8 上 2 第 1 図 Hitz-P24 型構造図 

（添付書類一 第 1-1 図） 

 

第 1 表 設計飛来物条件 

（添付書類一 第 1-15 表） 

 

第 1 図 Hitz-P24 型構造図 

（添付書類一 第 1-1 図） 

8 上 3 第 2 図 貯蔵施設概要図（例） 

（添付書類一 第 1-3 図） 

第 2図 使用済燃料集合体の収納

位置条件 

（添付書類一 第 1-3 図） 

 

第 3 図 貯蔵施設概要図（例） 

（添付書類一 第 1-4 図） 

9  第 1 図 Hitz-P24 型構造図 （別紙 1-1 の記載を追加する。） 

 

第 1 図 Hitz-P24 型構造図 

10  第 2 図 貯蔵施設概要図（例） 

 

（別紙 1-2 の記載を追加する。） 

 

第 3 図 貯蔵施設概要図（例） 
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第 1 表 設計飛来物条件 

飛来物の 

種類 

棒状物 板状物 塊状物 

鋼製パイプ 鋼製材 コンクリート板 コンテナ トラック 

寸法

（m） 

長さ×直径 

2×0.05 

長さ×幅×奥行 

4.2×0.3×0.2 

長さ×幅×厚さ 

1.5×1×0.15 

長さ×幅×奥行 

2.4×2.6×6 

長さ×幅×奥行 

5×1.9×1.3 

質量

（kg） 
8.4 135 540 2300 4750 

最大水平 

速度

（m/s） 

49 51 30 60 34 

最大鉛直 

速度

（m/s） 

33 34 20 40 23 

 

 

  



 別添 1-12 

別紙 1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 図 使用済燃料集合体の収納位置条件 

 

：燃焼度が 48,000MWd/t 以下の使用済燃料集合体の収納範囲 

 

：燃焼度が 44,000MWd/t 以下の使用済燃料集合体の収納範囲 

内は商業機密のため、非公開とします。 
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添付書類を以下のとおり補正する。 

頁 行 補正前 補正後 

 

添付書類一 

全頁 

 

 

 

添付書類二 

全頁 

 

 

 

上 1 ～ 

下 1 

 

 

 

上 1 ～ 

下 1 
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1. Hitz-P24 型の概要 

1.1 申請対象部品及び設備 

Hitz-P24 型は、軽水減速、軽水冷却、加圧水型原子炉（以下「PWR」という。）

で発生した使用済燃料を貯蔵する機能を有するとともに、使用済燃料の工場等外への

運搬に用いる輸送容器としての機能を併せ持つ特定兼用キャスクである。 

Hitz-P24 型を用いることにより、発電用原子炉施設内の特定兼用キャスクを用い

た使用済燃料の貯蔵施設（以下「貯蔵施設」という。）へ搬入して貯蔵を行うととも

に、貯蔵期間中及び貯蔵終了後において、Hitz-P24 型の蓋等を開放することなく工場

等外へ運搬することができる。 

Hitz-P24 型は、特定兼用キャスク本体、蓋部、バスケット等で構成され、貯蔵施設

内において貯蔵架台を介して床面に固定される。 

Hitz-P24 型の構造及び仕様をそれぞれ第 1-1 図及び第 1-1 表に示す。 

(1) 特定兼用キャスク本体 

特定兼用キャスク本体の主要部は、胴、底板、中性子遮蔽材及び外筒等で構成さ

れている。 

胴及び底板は低合金鋼製であり、密封容器として設計されている。また、胴と外

筒の間には主要な中性子遮蔽材として樹脂が充填されており、また、胴及び底板の

低合金鋼は、主要なガンマ線遮蔽材となっている。  

特定兼用キャスク本体の取扱い及び貯蔵中の固定のために、上部及び下部にそれ

ぞれ 2 対のトラニオンが取付けられている。 

(2) 蓋部 

蓋部は、一次蓋及び二次蓋で構成されている。 

一次蓋は低合金鋼製の円板状であり、ボルトで特定兼用キャスク本体上面に取付

けられ、閉じ込め境界が形成される。一次蓋には主要な中性子遮蔽材として樹脂を

充填し、また一次蓋の低合金鋼は、主要なガンマ線遮蔽材となっている。  

二次蓋は低合金鋼製の円板状であり、ボルトで特定兼用キャスク本体上面に取付

けられる。 

一次蓋及び二次蓋のシール部には、長期にわたって閉じ込め機能を維持するため

に金属ガスケットが取り付けられている。 

(3) バスケット 

Hitz-P24 型のバスケット構造を第 1-2 図に示す。 

バスケットは内側部と外側部に分割されており、それぞれアルミニウム合金製の

プレートを軸方向に重ねた構造である。外側部は、固定金具により特定兼用キャス

ク本体内面に固定されており、固定された 4 つの外側部により囲まれた空間に内側

部が挿入される。これらのプレートに格子状に穴を設けることで、個々の使用済燃

料集合体が特定兼用キャスク本体内部の所定の位置に収納される。なお、軸方向に
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重ねたプレートは、タイロッドで軸方向に固定されており、径方向はリーマピンで

位置決めされている。 

また、使用済燃料の未臨界性を維持するために、

中性子吸収材を併せて配置している。

があり、それぞれのバスケットプレートは、中性子を効率的に減速させること

で中性子吸収材による中性子の吸収を促進させる役割

と、水ギャップ内における中性

子吸収材の位置を制限する役割

を持つ。 

(4) 使用済燃料集合体の仕様及び収納位置条件 

Hitz-P24 型に収納する使用済燃料集合体の仕様を第 1-2 表に示す。なお、使用

済燃料集合体は、第 1-3 表に示す仕様のバーナブルポイズン集合体を挿入した状態

で Hitz-P24 型へ収納する場合がある。 

Hitz-P24 型に収納する使用済燃料集合体及びバーナブルポイズン集合体を挿入

する使用済燃料集合体の収納位置条件を第 1-3 図に示す。使用済燃料集合体を

Hitz-P24 型に収納するにあたり、17×17 燃料（A 型）と 17×17 燃料（B 型）は混載

可能である。 

 

1.2 その他設備等 

(1) 貯蔵関連部品及び設備 

貯蔵時に特定兼用キャスクに取り付けられる部品として、モニタリングポートカバー

（貯蔵用）、圧力監視装置、温度監視装置がある。また、特定兼用キャスクは貯蔵時に

貯蔵架台上に設置して貯蔵される。 

a. モニタリングポートカバー（貯蔵用） 

二次蓋には、一次蓋と二次蓋で形成される空間の圧力を監視するための圧力監視装

置を取り付けるための窪みが設けられており、この窪みを塞ぐためにモニタリングポ

ートカバー（貯蔵用）が設置される。 

b. 圧力監視装置（圧力センサ） 

圧力監視装置（圧力センサ）は、貯蔵中の一次蓋と二次蓋の間の空間部の圧力を監

視するために、二次蓋外面に設置される。 

c. 温度監視装置（温度センサ） 

温度監視装置（温度センサ）は、貯蔵中の特定兼用キャスク表面温度を監視するた

めに、特定兼用キャスク外表面に設置される。 

d. 貯蔵架台 

貯蔵架台は、貯蔵中に特定兼用キャスクを縦置き状態に保持するために、特定兼用

キャスクと床面の間に設置される。貯蔵中は、特定兼用キャスクの 4 つの下部トラニ

内は商業機密のため、非公開とします。 
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オンを用いて特定兼用キャスクは貯蔵架台に固定される。 

(2) 輸送関連部品及び設備 

輸送時に特定兼用キャスクに取り付けられる部品として、輸送用緩衝体、三次蓋、モ

ニタリングポートカバープレート（輸送用）がある。また、特定兼用キャスクは輸送時

に輸送架台上に設置して輸送される。 

a. 輸送用緩衝体 

輸送用緩衝体は、輸送中に特定兼用キャスクに加わる落下時等の衝撃を吸収するた

めに取り付けられるものであり、特定兼用キャスク本体上部及び下部にボルトで取り

付けられる。 

b. 三次蓋 

三次蓋は、特定兼用キャスク本体上面にボルトで取り付けられる。三次蓋は、輸送

時の閉じ込め機能を維持するために、シール部にゴム製の O リングが取り付けられ

る。 

c. モニタリングポートカバープレート（輸送用） 

モニタリングポートカバープレート（輸送用）は、二次蓋の窪みを塞ぐために設置

される。モニタリングポートカバープレート（輸送用）は、シール部に Oリングが取

り付けられる。 

d. 輸送架台 

輸送架台は、輸送中に特定兼用キャスクを横置き状態に保持し、輸送車両等に固定

するために用いられる。輸送中の特定兼用キャスクは、特定兼用キャスクの上部及び

下部トラニオンの一対ずつを用いて、輸送架台に固定される。 
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2. 設計方針及び設計条件 

2.1 基本設計方針 

Hitz-P24 型は、PWR で発生した使用済燃料を貯蔵する機能を有するとともに、使用

済燃料の工場等外への運搬に使用する輸送容器の機能を併せ持つ設計とする。また、そ

の設計貯蔵期間において、使用済燃料が臨界に達することを防止する機能（以下「臨界

防止機能」という。）、特定兼用キャスクに収納された使用済燃料からの放射線を遮蔽

する機能（以下「遮蔽機能」という。）、特定兼用キャスクに収納された使用済燃料の

崩壊熱を除去する機能（以下「除熱機能」という。）、及び特定兼用キャスクに収納さ

れた使用済燃料を閉じ込める機能（以下「閉じ込め機能」という。）といった安全性を

確保するために必要な機能である安全機能を有する設計とし、地震、津波、竜巻等の自

然現象に対して安全機能が維持される設計とする。 

Hitz-P24 型は、地盤の十分な支持を想定し、縦置きで貯蔵架台に固定された特定兼用

キャスクを基礎等に固定する設計とする。なお、周辺施設（貯蔵架台等の貯蔵関連設備、

計装設備、機器・配管系、貯蔵施設等及び基礎）の基本設計方針は、本文五に示す特定

機器を使用することができる発電用原子炉施設の範囲又は条件に従うものとし、本申請

の特定兼用キャスクの使用に係る発電用原子炉施設の設置（変更）許可申請時において

示されるものとする。 

また、Hitz-P24 型は、原則として、現行国内法規に基づく以下の規格及び基準等によ

って設計する。ただし、外国の規格及び基準による場合又は規格及び基準で一般的でな

いものを適用する場合には、それらの規格及び基準の適用の根拠、国内法規に基づく規

格及び基準との対比並びに適用の妥当性を明らかにする。 

・日本産業規格（JIS） 

・日本機械学会規格（JSME） 

・日本原子力学会標準（AESJ）等 

 

2.2 安全機能に係る設計方針 

2.2.1 臨界防止機能に係る設計方針 

Hitz-P24 型は、使用済燃料集合体を所定の幾何学的配置に維持するためのバスケ

ット格子構造、及び中性子吸収能力を有するほう素を偏在することなく添加した中性

子吸収材を適切な位置に配置することにより臨界を防止する設計とする。 

Hitz-P24 型のバスケットは、設計貯蔵期間中の温度、放射線等の環境及びその環境

下での腐食等の経年変化に対して十分な信頼性を有する材料を選定し、必要とされる

強度及び性能を維持することで、臨界防止上有意な変形を起こさず、設計貯蔵期間 60

年間を通じて使用済燃料集合体を所定の幾何学的配置に維持するために必要な構造健

全性が保たれる設計とする。 

Hitz-P24 型は、貯蔵施設への搬入から搬出までの乾燥状態、及び Hitz-P24 型に使
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用済燃料集合体を収納する際の冠水状態において、技術的に想定されるいかなる場合

でも、中性子実効増倍率が 0.95 以下となるように設計する。 

2.2.2 遮蔽機能に係る設計方針 

Hitz-P24 型は、設置される工場等の周辺及び管理区域その他工場等内の人が立ち

入る場所の線量を低減できるように使用済燃料集合体からの放射線をガンマ線遮蔽

材及び中性子遮蔽材により遮蔽する設計とする。また、Hitz-P24 型は、工場等外への

運搬に使用する輸送容器の機能を持つため、「核燃料物質等の工場又は事業所の外に

おける運搬に関する規則」に示されている以下の要求事項を満足する設計とする。 

・表面における最大線量当量率が 2mSv/h を超えないこと。 

・表面から 1m 離れた位置における最大線量当量率が 100µSv/h を超えないこと。 

さらに、設計貯蔵期間 60 年間における Hitz-P24 型の中性子遮蔽材の熱による遮蔽

機能の低下を考慮しても、これらの要求事項を満足する設計とする。 

2.2.3 除熱機能に係る設計方針 

Hitz-P24 型は、使用済燃料集合体の健全性及び特定兼用キャスクの安全機能を有

する構成部材の健全性を維持するために、使用済燃料集合体の崩壊熱を除去する設計

とする。 

燃料被覆管の温度は、設計貯蔵期間 60 年間を通じて、燃料被覆管のクリープ破損

及び燃料被覆管の機械的特性の低下を防止する観点から、燃料被覆管の累積クリープ

ひずみが 1%を超えない温度、照射硬化の回復により燃料被覆管の機械的特性が著し

く低下しない温度及び水素化物の再配向による燃料被覆管の機械的特性の低下が生じ

ない温度以下とするため、貯蔵する使用済燃料に以下の制限を設ける。 

・17×17 燃料（A 型及び B 型）  275℃以下(1) 

また、Hitz-P24 型は、特定兼用キャスクの安全機能を維持する観点から、特定兼用

キャスクの温度を構成部材の健全性が保たれる温度以下に制限する設計とする。

Hitz-P24 型の主要な構成部材の温度は、特定兼用キャスクの安全機能を維持する観

点から以下の制限を設ける。 

・胴、外筒及び蓋部    350℃以下(2) (3) 

・中性子遮蔽材     149℃以下(4) 

・金属ガスケット     130℃以下(5) 

・バスケット     250℃以下（別添 1-1 参照） 

さらに、Hitz-P24 型は、使用済燃料及び特定兼用キャスクの温度が制限される値以

下に維持されていることを評価するために、特定兼用キャスク外表面の温度を測定で

きる設計とする。 

2.2.4 閉じ込め機能に係る設計方針 

Hitz-P24 型は、特定兼用キャスクの蓋及び蓋貫通孔のシール部に金属ガスケット

を用いることにより、設計貯蔵期間 60 年間を通じて使用済燃料集合体を内封する空
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間を負圧に維持する設計とする。負圧に維持できる設計により当該空間が不活性雰

囲気に保たれる。また、Hitz-P24 型は、一次蓋及び二次蓋による二重の閉じ込め構

造とし、一次蓋と二次蓋との間の空間部（以下「蓋間」という。）を正圧に維持する

ことにより圧力障壁を形成し、使用済燃料集合体を内封する空間を特定兼用キャスク

外部から隔離する設計とする。さらに、蓋間の圧力を測定することにより、閉じ込め

機能について監視ができる設計とする。 

2.2.5 構造強度に係る設計方針 

Hitz-P24 型は、自重、内圧、熱荷重等を考慮し、（社）日本機械学会「使用済燃料

貯蔵施設規格 金属キャスク構造規格」(2)（以下「金属キャスク構造規格」という。）

又は（社）日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格」(3)（以下「設計・

建設規格」という。）に基づき設計する。 

 

2.3 自然現象等に対する特定兼用キャスクの安全機能に係る設計方針 

2.3.1 地震に対する設計方針 

Hitz-P24 型は、地盤の十分な支持を想定し、縦置きで貯蔵架台に固定された特

定兼用キャスクを基礎等に固定する設計とする。また、Hitz-P24 型は、自重その

他の貯蔵時に想定される荷重と「兼用キャスクが安全機能を損なうかどうかをそ

の設置される位置のいかんにかかわらず判断するために用いる地震力等を定め

る告示」（以下「兼用キャスク告示」という。）に定める地震力を組み合わせた

荷重条件に対して、特定兼用キャスクの貯蔵架台に固定する支持部（下部トラニ

オン）は、破断延性限界に十分な余裕を有することで、特定兼用キャスクが転倒

せず、特定兼用キャスクの安全機能に影響を及ぼさない設計とする。 

Hitz-P24 型は、上記の荷重条件に対して、特定兼用キャスクの安全機能を担保

する部位のうち、閉じ込め機能を担保する密封境界部は、おおむね弾性状態に留

まる設計とし、臨界防止機能を担保するバスケットは、臨界防止上有意な変形が

生じない設計とする。その他の部位については、塑性ひずみが生じる場合であっ

ても、破断延性限界に対して十分な余裕を有し、特定兼用キャスクの安全機能を

維持する設計とする。 

2.3.2 津波に対する設計方針 

Hitz-P24 型は、兼用キャスク告示に定める津波による遡上波の波力及び漂流

物の衝突による荷重が同時に作用する荷重条件に対して、特定兼用キャスクの安

全機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

Hitz-P24 型は、上記の荷重条件に対して、特定兼用キャスクの安全機能を担保

する部位のうち、閉じ込め機能を担保する密封境界部は、おおむね弾性状態に留

まる設計とし、臨界防止機能を担保するバスケットは、臨界防止上有意な変形が

生じない設計とする。その他の部位については、塑性ひずみが生じる場合であっ
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ても、破断延性限界に対して十分な余裕を有し、特定兼用キャスクの安全機能を

維持する設計とする。 

2.3.3 竜巻に対する設計方針 

Hitz-P24 型は、兼用キャスク告示に定める竜巻による荷重及び設計飛来物の

衝突による荷重を組み合わせた荷重条件に対して、特定兼用キャスクの安全機能

が損なわれない設計とする。Hitz-P24 型に衝突し得る設計飛来物は、「原子力発

電所の竜巻影響評価ガイド」を踏まえて、飛来物の種類、寸法、質量及びその最

大速度を設定する。 

Hitz-P24 型は、上記の荷重条件に対して、特定兼用キャスクの安全機能を担保

する部位のうち、閉じ込め機能を担保する密封境界部は、おおむね弾性状態に留

まる設計とし、臨界防止機能を担保するバスケットは、臨界防止上有意な変形が

生じない設計とする。その他の部位については、塑性ひずみが生じる場合であっ

ても、破断延性限界に対して十分な余裕を有し、特定兼用キャスクの安全機能を

維持する設計とする。 

 

2.4 長期健全性に関する設計方針 

Hitz-P24 型は、特定兼用キャスクの構成部材について、設計貯蔵期間中の温度、放射

線等の環境及びその環境下での腐食、クリープ、応力腐食割れ等の経年変化に対して十

分な信頼性のある材料を選定し、必要とされる強度、性能を維持することで、使用済燃

料集合体の健全性を確保し、安全機能を維持するように設計する。 

Hitz-P24 型は、特定兼用キャスク本体内面、バスケット及び使用済燃料集合体の腐食

等を防止するために、使用済燃料集合体を不活性ガスであるヘリウムガスとともに収納

して貯蔵する設計とする。また、特定兼用キャスク本体及び蓋部表面の必要な箇所には、

塗装等による防錆措置を講ずる。 

 

2.5 設計条件 

(1) Hitz-P24 型の設計条件 

Hitz-P24 型の設計条件は以下のとおりである。 

a. 設計貯蔵期間は 60 年とする。 

b. 特定兼用キャスクの貯蔵場所は貯蔵建屋内とする。 

c. 特定兼用キャスクの設置方法は、基礎等に固定する設置方法（縦置き）とする。 

d. 特定兼用キャスクの固定は、床面に固定された貯蔵架台を介した下部トラニオン

による固定方式とする。 

e. 特定兼用キャスクの全質量（使用済燃料集合体を含む）は約 119t とする。 

f. 特定兼用キャスクの主要寸法は、全長約 5.0m及び外径約 2.7m とする。 

g. 特定兼用キャスクの最大崩壊熱量は 15.9kW/基とする。 
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h. 特定兼用キャスクの表面放射率は 0.8 とする。 

i. 特定兼用キャスク表面及び表面から 1m 離れた位置における線量当量率は、それ

ぞれ 2mSv/h 以下及び 100µSv/h 以下とする。 

j. 貯蔵施設における特定兼用キャスク周囲の最低温度及び最高温度は、それぞれ

-20℃及び 50℃とする。 

k. 貯蔵施設における貯蔵建屋壁面最高温度は 65℃とする。 

l. 貯蔵施設における貯蔵建屋壁面放射率は 0.8 とする。 

m. 貯蔵施設における特定兼用キャスク配列ピッチ寸法は 3.5m 以上とする。 

n. 貯蔵施設における地震による水平方向及び鉛直方向の加速度は、それぞれ

2300Gal及び1600Galとする。また、地震による水平方向及び鉛直方向の速度は、

それぞれ 2m/s 及び 1.4m/s とする。 

o. 貯蔵施設における津波荷重の算出条件は、浸水深 10m、流速 20m/s 及び漂流物質

量 100t とする。 

p. 貯蔵施設における竜巻荷重の算出条件となる風速は、100m/s とする。また、特定

兼用キャスクに衝突し得る設計飛来物の条件は、第 1-15 表のとおりとする。 

 

(2) 使用済燃料集合体の条件 

Hitz-P24 型に収納される使用済燃料集合体の条件は以下のとおりである。 

a. 特定兼用キャスクに収納される使用済燃料集合体の仕様は、第 1-2 表に示すとお

りとする。 

b. 特定兼用キャスクに収納される使用済燃料集合体は、燃料被覆管の健全性が確認

されたものであることとする。 

c. 特定兼用キャスクには、貯蔵する使用済燃料集合体の仕様、及び特定兼用キャス

クの最大崩壊熱量等を満足するように使用済燃料集合体が収納されるとともに、

第 1-3 図に示すとおり収納位置が制限される。 

d. 使用済燃料集合体は、第 1-3 表に示す仕様のバーナブルポイズン集合体を挿入し

た状態で収納される場合がある。その場合、第 1-3 図に示すとおり収納位置が制

限される。 

 

2.6 貯蔵施設の前提条件 

Hitz-P24 型を使用することができる貯蔵施設の概要図（例）を第 1-4 図に示す。貯蔵

施設は、特定兼用キャスク、特定兼用キャスクを床面に設置するための貯蔵架台、特定

兼用キャスクの受入れに使用する設備及び貯蔵建屋からなり、特定兼用キャスク及び貯

蔵架台は貯蔵建屋に収容される。 
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3. 特定機器型式証明申請に係る要求事項に対する適合性 

発電用原子炉施設に使用する特定機器の設計の型式証明申請に係る安全設計の方針につ

いて、設計基準対象施設である Hitz-P24 型の「実用発電用原子炉及びその附属施設の位

置、構造及び設備の基準に関する規則」に対する適合性を以下に示す。 

なお、本申請に関係しない第三章 重大事故対処施設以降の条文は省略する。また、本

章において用いる用語の定義は、同規則第二条「定義」に従い、それぞれ各号の定めると

ころによる。 
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（適用範囲） 

第一条 この規則は、実用発電用原子炉及びその附属施設について適用する。 

 

適合のための設計方針 

  Hitz-P24 型は、法等の関連法規の要求を満足するとともに、適切と認められる規格及び

基準等によって設計する。 
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（設計基準対象施設の地盤） 

第三条 設計基準対象施設は、次条第二項の規定により算定する地震力（設計基準対象

施設のうち、地震の発生によって生ずるおそれがあるその安全機能の喪失に起因する

放射線による公衆への影響の程度が特に大きいもの（以下「耐震重要施設」という。）

及び兼用キャスクにあっては、同条第三項に規定する基準地震動による地震力を含

む。）が作用した場合においても当該設計基準対象施設を十分に支持することができ

る地盤に設けなければならない。ただし、兼用キャスクにあっては、地盤により十分

に支持されなくてもその安全機能が損なわれない方法により設けることができると

きは、この限りでない。 

２ 耐震重要施設及び兼用キャスクは、変形した場合においてもその安全機能が損なわ

れるおそれがない地盤に設けなければならない。 

３ 耐震重要施設及び兼用キャスクは、変位が生ずるおそれがない地盤に設けなければ

ならない。ただし、兼用キャスクにあっては、地盤に変位が生じてもその安全機能が

損なわれない方法により設けることができるときは、この限りでない。 

 

適合のための設計方針 

型式証明申請の範囲外とする。 
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（地震による損傷の防止） 

第四条 設計基準対象施設は、地震力に十分に耐えることができるものでなければなら

ない。 

２ 前項の地震力は、地震の発生によって生ずるおそれがある設計基準対象施設の安全

機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度に応じて算定しなければな

らない。 

３ 耐震重要施設は、その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を及ぼすおそれがあ

る地震による加速度によって作用する地震力（以下「基準地震動による地震力」とい

う。）に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。 

４ 耐震重要施設は、前項の地震の発生によって生ずるおそれがある斜面の崩壊に対し

て安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。 

５ 炉心内の燃料被覆材は、基準地震動による地震力に対して放射性物質の閉じ込めの

機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。 

６ 兼用キャスクは、次のいずれかの地震力に対して安全機能が損なわれるおそれがな

いものでなければならない。 

一 兼用キャスクが地震力により安全機能を損なうかどうかをその設置される位置

のいかんにかかわらず判断するために用いる合理的な地震力として原子力規制委

員会が別に定めるもの 

二 基準地震動による地震力 

７ 兼用キャスクは、地震の発生によって生ずるおそれがある斜面の崩壊に対して安全

機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。 

 

適合のための設計方針 

１ について 

型式証明申請の範囲外とする。 

 

２ について 

型式証明申請の範囲外とする。 

 

３ について 

型式証明申請の範囲外とする。 

 

４ について 

型式証明申請の範囲外とする。 
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５ について 

型式証明申請の範囲外とする。 

 

６ について 

Hitz-P24 型は、地盤の十分な支持を想定し、縦置きで貯蔵架台に固定された特定

兼用キャスクを基礎等に固定する設計とする。また、Hitz-P24 型は、自重その他の

貯蔵時に想定される荷重と第一号に規定する地震力を組み合わせた荷重条件に対

して、特定兼用キャスクの貯蔵架台に固定する支持部（下部トラニオン）は、破断

延性限界に十分な余裕を有することで、特定兼用キャスクが転倒せず、特定兼用キ

ャスクの安全機能に影響を及ぼさない設計とする。  

Hitz-P24 型は、上記の荷重条件に対して、特定兼用キャスクの安全機能を担保す

る部位のうち、閉じ込め機能を担保する密封境界部は、おおむね弾性状態に留まる

設計とし、臨界防止機能を担保するバスケットは、臨界防止上有意な変形が生じな

い設計とする。その他の部位については、塑性ひずみが生じる場合であっても、破

断延性限界に対して十分な余裕を有し、特定兼用キャスクの安全機能を維持する設

計とする。 

なお、地震時、周辺施設等からの波及的影響により Hitz-P24 型の安全機能が損

なわれるおそれがないことについては、設置（変更）許可申請時に別途確認される

ものとする。 

 

７ について 

型式証明申請の範囲外とする。 
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（津波による損傷の防止） 

第五条 設計基準対象施設（兼用キャスク及びその周辺施設を除く。）は、その供用中に

当該設計基準対象施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波（以下「基準津波」と

いう。）に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。 

２ 兼用キャスク及びその周辺施設は、次のいずれかの津波に対して安全機能が損なわ

れるおそれがないものでなければならない。 

一 兼用キャスクが津波により安全機能を損なうかどうかをその設置される位置の

いかんにかかわらず判断するために用いる合理的な津波として原子力規制委員会

が別に定めるもの 

二 基準津波 

 

適合のための設計方針 

１ について 

型式証明申請の範囲外とする。 

 

２ について 

Hitz-P24 型は、第一号に規定する津波による遡上波の波力及び漂流物の衝突に

よる荷重が同時に作用する荷重条件に対して、特定兼用キャスクの安全機能が損な

われるおそれがない設計とする。 

Hitz-P24 型は、上記の荷重条件に対して、特定兼用キャスクの安全機能を担保す

る部位のうち、閉じ込め機能を担保する密封境界部は、おおむね弾性状態に留まる

設計とし、臨界防止機能を担保するバスケットは、臨界防止上有意な変形が生じな

い設計とする。その他の部位については、塑性ひずみが生じる場合であっても、破

断延性限界に対して十分な余裕を有し、特定兼用キャスクの安全機能を維持する設

計とする。 
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（外部からの衝撃による損傷の防止） 

第六条 安全施設（兼用キャスクを除く。）は、想定される自然現象（地震及び津波を除

く。次項において同じ。）が発生した場合においても安全機能を損なわないものでなけ

ればならない。 

２ 重要安全施設は、当該重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定され

る自然現象により当該重要安全施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる応

力を適切に考慮したものでなければならない。 

３ 安全施設（兼用キャスクを除く。）は、工場等内又はその周辺において想定される発

電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為に

よるもの（故意によるものを除く。以下「人為による事象」という。）に対して安全機

能を損なわないものでなければならない。 

４ 兼用キャスクは、次に掲げる自然現象が発生した場合においても安全機能を損なわ

ないものでなければならない。 

一 兼用キャスクが竜巻により安全機能を損なうかどうかをその設置される位置の

いかんにかかわらず判断するために用いる合理的な竜巻として原子力規制委員会

が別に定めるもの 

二 想定される森林火災 

５ 前項の規定は、兼用キャスクについて第一項の規定の例によることを妨げない。 

６ 兼用キャスクは、次に掲げる人為による事象に対して安全機能を損なわないもので

なければならない。 

一 工場等内又はその周辺において想定される兼用キャスクの安全性を損なわせる

原因となるおそれがある爆発 

二 工場等の周辺において想定される兼用キャスクの安全性を損なわせる原因とな

るおそれがある火災 

７ 前項の規定は、兼用キャスクについて第三項の規定の例によることを妨げない。 

 

適合のための設計方針 

１ について 

型式証明申請の範囲外とする。 

 

２ について 

型式証明申請の範囲外とする。 
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３ について 

型式証明申請の範囲外とする。 

 

４ について 

一 Hitz-P24 型は、第一号に規定する竜巻による荷重及び設計飛来物の衝突による荷

重を組み合わせた荷重条件に対して、特定兼用キャスクの安全機能が損なわれない設

計とする。Hitz-P24 型に衝突し得る設計飛来物は、「原子力発電所の竜巻影響評価

ガイド」を踏まえて、飛来物の種類、寸法、質量及びその最大速度を設定する。 

Hitz-P24 型は、上記の荷重条件に対して、特定兼用キャスクの安全機能を担保す

る部位のうち、閉じ込め機能を担保する密封境界部は、おおむね弾性状態に留まる設

計とし、臨界防止機能を担保するバスケットは、臨界防止上有意な変形が生じない設

計とする。その他の部位については、塑性ひずみが生じる場合であっても、破断延性

限界に対して十分な余裕を有し、特定兼用キャスクの安全機能を維持する設計とする。 

二 型式証明申請の範囲外とする。 

 

５ について 

型式証明申請の範囲外とする。 

 

６ について 

型式証明申請の範囲外とする。 

 

７ について 

型式証明申請の範囲外とする。 
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（発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止） 

第七条 工場等には、発電用原子炉施設への人の不法な侵入、発電用原子炉施設に不正

に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するお

それがある物件が持ち込まれること及び不正アクセス行為（不正アクセス行為の禁止

等に関する法律（平成十一年法律第百二十八号）第二条第四項に規定する不正アクセ

ス行為をいう。第二十四条第六号において同じ。）を防止するための設備を設けなけれ

ばならない。 

 

適合のための設計方針 

型式証明申請の範囲外とする。 
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（火災による損傷の防止） 

第八条 設計基準対象施設は、火災により発電用原子炉施設の安全性が損なわれないよ

う、火災の発生を防止することができ、かつ、早期に火災発生を感知する設備（以下

「火災感知設備」という。）及び消火を行う設備（以下「消火設備」といい、安全施設

に属するものに限る。）並びに火災の影響を軽減する機能を有するものでなければな

らない。 

２ 消火設備（安全施設に属するものに限る。）は、破損、誤作動又は誤操作が起きた場

合においても発電用原子炉を安全に停止させるための機能を損なわないものでなけ

ればならない。 

 

適合のための設計方針 

型式証明申請の範囲外とする。 
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（溢水による損傷の防止等） 

第九条 安全施設は、発電用原子炉施設内における溢水が発生した場合においても安全

機能を損なわないものでなければならない。 

２ 設計基準対象施設は、発電用原子炉施設内の放射性物質を含む液体を内包する容

器、配管その他の設備から放射性物質を含む液体があふれ出た場合において、当該液

体が管理区域外へ漏えいしないものでなければならない。 

 

適合のための設計方針 

型式証明申請の範囲外とする。 
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（誤操作の防止） 

第十条 設計基準対象施設は、誤操作を防止するための措置を講じたものでなければな

らない。 

２ 安全施設は、容易に操作することができるものでなければならない。 

 

適合のための設計方針 

型式証明申請の範囲外とする。 
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（安全避難通路等） 

第十一条 発電用原子炉施設には、次に掲げる設備を設けなければならない。 

一 その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる安全避難通

路 

二 照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難用の照明 

三 設計基準事故が発生した場合に用いる照明（前号の避難用の照明を除く。）及び

その専用の電源 

 

適合のための設計方針 

型式証明申請の範囲外とする。 
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（安全施設） 

第十二条 安全施設は、その安全機能の重要度に応じて、安全機能が確保されたもので

なければならない。 

２ 安全機能を有する系統のうち、安全機能の重要度が特に高い安全機能を有するもの

は、当該系統を構成する機械又は器具の単一故障（単一の原因によって一つの機械又

は器具が所定の安全機能を失うこと（従属要因による多重故障を含む。）をいう。以下

同じ。）が発生した場合であって、外部電源が利用できない場合においても機能できる

よう、当該系統を構成する機械又は器具の機能、構造及び動作原理を考慮して、多重

性又は多様性を確保し、及び独立性を確保するものでなければならない。 

３ 安全施設は、設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に想定される全ての

環境条件において、その機能を発揮することができるものでなければならない。 

４ 安全施設は、その健全性及び能力を確認するため、その安全機能の重要度に応じ、

発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができるものでなければならない。 

５ 安全施設は、蒸気タービン、ポンプその他の機器又は配管の損壊に伴う飛散物によ

り、安全性を損なわないものでなければならない。 

６ 重要安全施設は、二以上の発電用原子炉施設において共用し、又は相互に接続する

ものであってはならない。ただし、二以上の発電用原子炉施設と共用し、又は相互に

接続することによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合は、こ

の限りでない。 

７ 安全施設（重要安全施設を除く。）は、二以上の発電用原子炉施設と共用し、又は相

互に接続する場合には、発電用原子炉施設の安全性を損なわないものでなければなら

ない。 

 

適合のための設計方針 

型式証明申請の範囲外とする。 

 

  



 

1-23 

 

（運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止） 

第十三条 設計基準対象施設は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 

一 運転時の異常な過渡変化時において次に掲げる要件を満たすものであること。 

イ 最小限界熱流束比（燃料被覆材から冷却材への熱伝達が低下し、燃料被覆材の

温度が急上昇し始める時の熱流束（単位時間及び単位面積当たりの熱量をいう。

以下同じ。）と運転時の熱流束との比の最小値をいう。）又は最小限界出力比（燃

料体に沸騰遷移が発生した時の燃料体の出力と運転時の燃料体の出力との比の

最小値をいう。）が許容限界値以上であること。 

ロ 燃料被覆材が破損しないものであること。 

ハ 燃料材のエンタルピーが燃料要素の許容損傷限界を超えないこと。 

ニ 原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力の一・一倍以下とな

ること。 

二 設計基準事故時において次に掲げる要件を満たすものであること。 

イ 炉心の著しい損傷が発生するおそれがないものであり、かつ、炉心を十分に冷

却できるものであること。 

ロ 燃料材のエンタルピーが炉心及び原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性を維

持するための制限値を超えないこと。 

ハ 原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力の一・二倍以下とな

ること。 

ニ 原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び原子炉格納容器バウンダリにお

ける温度が最高使用圧力及び最高使用温度以下となること。 

ホ 設計基準対象施設が工場等周辺の公衆に放射線障害を及ぼさないものである

こと。 

 

適合のための設計方針 

型式証明申請の範囲外とする。 
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（全交流動力電源喪失対策設備） 

第十四条 発電用原子炉施設には、全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するた

めに必要な電力の供給が交流動力電源設備から開始されるまでの間、発電用原子炉を

安全に停止し、かつ、発電用原子炉の停止後に炉心を冷却するための設備が動作する

とともに、原子炉格納容器の健全性を確保するための設備が動作することができるよ

う、これらの設備の動作に必要な容量を有する蓄電池その他の設計基準事故に対処す

るための電源設備（安全施設に属するものに限る。）を設けなければならない。 

 

適合のための設計方針 

型式証明申請の範囲外とする。 
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（炉心等） 

第十五条 設計基準対象施設は、原子炉固有の出力抑制特性を有するとともに、発電用

原子炉の反応度を制御することにより核分裂の連鎖反応を制御できる能力を有する

ものでなければならない。 

２ 炉心は、通常運転時又は運転時の異常な過渡変化時に発電用原子炉の運転に支障が

生ずる場合において、原子炉冷却系統、原子炉停止系統、反応度制御系統、計測制御

系統及び安全保護回路の機能と併せて機能することにより燃料要素の許容損傷限界

を超えないものでなければならない。 

３ 燃料体、減速材及び反射材並びに炉心支持構造物は、通常運転時、運転時の異常な

過渡変化時及び設計基準事故時において、発電用原子炉を安全に停止し、かつ、停止

後に炉心の冷却機能を維持できるものでなければならない。 

４ 燃料体及び反射材並びに炉心支持構造物、熱遮蔽材並びに一次冷却系統に係る容

器、管、ポンプ及び弁は、一次冷却材又は二次冷却材の循環、沸騰その他の一次冷却

材又は二次冷却材の挙動により生ずる流体振動又は温度差のある流体の混合その他

の一次冷却材又は二次冷却材の挙動により生ずる温度変動により損傷を受けないも

のでなければならない。 

５ 燃料体は、通常運転時における圧力、温度及び放射線に起因する最も厳しい条件に

おいて、必要な物理的及び化学的性質を保持するものでなければならない。 

６ 燃料体は、次に掲げるものでなければならない。 

一 通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時における発電用原子炉内の圧力、自

重、附加荷重その他の燃料体に加わる負荷に耐えるものとすること。 

二 輸送中又は取扱中において、著しい変形を生じないものとすること。 

 

適合のための設計方針 

型式証明申請の範囲外とする。 
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（燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設） 

第十六条 発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、通常運転時に使用する燃

料体又は使用済燃料（以下この条において「燃料体等」という。）の取扱施設（安全施

設に係るものに限る。）を設けなければならない。 

一 燃料体等を取り扱う能力を有するものとすること。 

二 燃料体等が臨界に達するおそれがないものとすること。 

三 崩壊熱により燃料体等が溶融しないものとすること。 

四 使用済燃料からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有するものとすること。 

五 燃料体等の取扱中における燃料体等の落下を防止できるものとすること。 

２ 発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、燃料体等の貯蔵施設（安全施設

に属するものに限る。以下この項において同じ。）を設けなければならない。 

一 燃料体等の貯蔵施設は、次に掲げるものであること。 

イ 燃料体等の落下により燃料体等が破損して放射性物質の放出により公衆に放

射線障害を及ぼすおそれがある場合において、放射性物質の放出による公衆への

影響を低減するため、燃料貯蔵設備を格納するもの及び放射性物質の放出を低減

するものとすること。 

ロ 燃料体等を必要に応じて貯蔵することができる容量を有するものとすること。 

ハ 燃料体等が臨界に達するおそれがないものとすること。 

二 使用済燃料の貯蔵施設（キャスクを除く。）にあっては、前号に掲げるもののほ

か、次に掲げるものであること。 

イ 使用済燃料からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有するものとすること。 

ロ 貯蔵された使用済燃料が崩壊熱により溶融しないものであって、最終ヒートシ

ンクへ熱を輸送できる設備及びその浄化系を有するものとすること。 

ハ 使用済燃料貯蔵槽（安全施設に属するものに限る。以下この項及び次項におい

て同じ。）から放射性物質を含む水があふれ、又は漏れないものであって、使用

済燃料貯蔵槽から水が漏えいした場合において水の漏えいを検知することがで

きるものとすること。 

ニ 燃料体等の取扱中に想定される燃料体等の落下時及び重量物の落下時におい

てもその機能が損なわれないものとすること。 

３ 発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、使用済燃料貯蔵槽の水位及び水

温並びに燃料取扱場所の放射線量を測定できる設備を設けなければならない。 

一 使用済燃料貯蔵槽の水位及び水温並びに燃料取扱場所の放射線量の異常を検知

し、それを原子炉制御室に伝え、又は異常が生じた水位及び水温を自動的に制御し、

並びに放射線量を自動的に抑制することができるものとすること。 
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二 外部電源が利用できない場合においても温度、水位その他の発電用原子炉施設の

状態を示す事項（以下「パラメータ」という。）を監視することができるものとする

こと。 

４ キャスクを設ける場合には、そのキャスクは、第二項第一号に定めるもののほか、

次に掲げるものでなければならない。 

一 使用済燃料からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有するものとすること。 

二 使用済燃料の崩壊熱を適切に除去することができるものとすること。 

三 使用済燃料が内包する放射性物質を適切に閉じ込めることができ、かつ、その機

能を適切に監視することができるものとすること。 

 

適合のための設計方針 

１ について 

型式証明申請の範囲外とする。 

 

２ について 

一 Hitz-P24 型は、以下のように設計する。 

イ 型式証明申請の範囲外とする。 

ロ 型式証明申請の範囲外とする。 

ハ Hitz-P24 型は、次の方針に基づき安全設計を行う。 

(1) 特定兼用キャスク単体として臨界を防止するための設計方針 

Hitz-P24 型は、次の a.から d.により、特定兼用キャスク単体として、使

用済燃料を収納した条件下で、貯蔵施設への搬入から搬出までの乾燥状態、

及び Hitz-P24 型に使用済燃料集合体を収納する際の冠水状態において、技

術的に想定されるいかなる場合でも、核燃料物質が臨界に達するおそれのな

い設計とする。 

a. Hitz-P24 型は、内部に格子状のバスケットを設け、バスケットの格子の

中に使用済燃料集合体を収納することにより、使用済燃料集合体を所定

の幾何学的配置に維持する設計とする。 

b. Hitz-P24 型は、中性子吸収能力を有するほう素を偏在することなく添加

した中性子吸収材を適切な位置に配置する設計とする。 

c. Hitz-P24 型のバスケットは、設計貯蔵期間 60 年間の経年変化に対して

十分な信頼性を有する材料を選定することで、必要とされる強度及び性

能が設計貯蔵期間 60 年間を通じて維持され、臨界防止上有意な変形を

起こさず、構造健全性が保たれる設計とする。 
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d. Hitz-P24 型の臨界評価において、中性子実効増倍率が 0.95 以下となる

ように設計する。この際、未臨界性に有意な影響を与える因子について

は以下のとおりとする。 

①乾燥状態及び冠水状態で臨界評価を実施する。 

②バスケット格子内の使用済燃料集合体は、中性子実効増倍率が最大と

なる配置とする。 

③特定兼用キャスク周囲を完全反射条件（無限配列）とする。 

④バスケットの格子内のり等の寸法公差や中性子吸収材の製造公差を

考慮する。 

⑤燃焼度クレジット（使用済燃料集合体の燃焼に伴う反応度低下）は考

慮しない。また、使用済燃料集合体には可燃性毒物としてガドリニア

を添加した燃料棒が含まれる場合があるが、中性子実効増倍率の評価

に当たってはガドリニアの存在を無視する。 

⑥バーナブルポイズン集合体は考慮しない。 

(2) 特定兼用キャスク相互の中性子干渉を考慮した臨界防止のための設計方

針 

Hitz-P24 型は、特定兼用キャスク相互の中性子干渉を考慮した臨界防止

について、中性子実効増倍率が 0.95 以下となるように設計する。上記(1)特

定兼用キャスク単体として臨界を防止するための設計方針において、特定兼

用キャスクの境界条件を完全反射条件（無限配列）として臨界評価すること

から、特定兼用キャスク相互の中性子干渉による影響は考慮され、複数の特

定兼用キャスクが接近する等の技術的に想定されるいかなる場合でも核燃

料物質が臨界に達するおそれがない設計とする。 

 

なお、Hitz-P24 型に使用済燃料集合体を収納するに当たっては、特定兼用キ

ャスクの臨界防止機能に関する評価で考慮した因子についての条件又は範囲

を逸脱しないような措置が講じられることについては、設置（変更）許可申請

時に別途確認されるものとする。 

二 型式証明申請の範囲外とする。 

 

３ について 

型式証明申請の範囲外とする。 

 

４ について 

一 Hitz-P24 型は、次の方針に基づき安全設計を行う。 



 

1-29 

 

Hitz-P24 型は、使用済燃料集合体から放出される放射線を特定兼用キャスク

の本体胴及び蓋部により遮蔽する設計とし、ガンマ線遮蔽材には十分な厚みを有

する鋼製の材料を用い、中性子遮蔽材には樹脂を用いる。設計貯蔵期間 60 年間

における中性子遮蔽材の熱による遮蔽機能の低下を考慮しても、特定兼用キャス

ク表面及び特定兼用キャスク表面から 1m の位置における線量当量率は、それぞ

れ 2mSv/h 以下及び 100µSv/h 以下となる設計とする。 

Hitz-P24 型の遮蔽機能に関する評価は、収納する使用済燃料集合体の種類、燃

焼度、冷却期間等の条件から、遮蔽評価の結果が厳しくなる入力条件を設定した

うえで、線源強度を求める。特定兼用キャスクの実形状を二次元でモデル化し、

特定兼用キャスク表面及び特定兼用キャスク表面から 1m の位置における線量当

量率を求め、上記に示す線量当量率の基準を満足することを確認する。  

 

なお、Hitz-P24 型に使用済燃料集合体を収納するに当たっては、特定兼用キャ

スクの遮蔽機能に関する評価で考慮した使用済燃料集合体の種類、燃焼度及び冷

却期間に応じた使用済燃料集合体の配置の条件又は範囲を逸脱しないような措

置が講じられること、及び貯蔵建屋の損傷によりその遮蔽機能が著しく低下した

場合においても、工場等周辺の実効線量は周辺監視区域外における線量限度を超

えないことについては、設置（変更）許可申請時に別途確認されるものとする。 

 

二 Hitz-P24 型は、次の方針に基づき安全設計を行う。 

Hitz-P24 型は、特定兼用キャスクについて動力を用いないで使用済燃料の崩

壊熱を適切に除去するため、使用済燃料集合体の崩壊熱を特定兼用キャスク表面

に伝え、周囲空気等に伝達することにより除去できる設計とする。  

Hitz-P24 型は、以下のとおり使用済燃料集合体の温度及び特定兼用キャスク

の温度を制限される値以下に維持する方針とする。  

(1) 使用済燃料集合体の温度を制限される値以下に維持するための設計方針  

Hitz-P24 型は、特定兼用キャスクに収納する使用済燃料集合体の燃料被

覆管の温度について使用済燃料集合体の健全性を維持する観点から、収納す

る使用済燃料の種類、燃焼度、冷却期間等の条件から、除熱評価の結果が厳

しくなる入力条件を設定したうえで求めた使用済燃料集合体の崩壊熱量及

び使用済燃料集合体の燃焼度に応じた収納配置を考慮した除熱評価を行い、

当該燃料被覆管の温度については、燃料被覆管のクリープ破損及び燃料被覆

管の機械的特性の低下を防止する観点から、燃料被覆管の累積クリープひず

みが 1％を超えない温度、照射硬化の回復により燃料被覆管の機械的特性が

著しく低下しない温度及び水素化物の再配向により燃料被覆管の機械的特
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性が低下しない温度以下とし、使用済燃料集合体の健全性が維持される温度

以下となるように特定兼用キャスクを設計する。 

(2) 特定兼用キャスクの温度を制限される値以下に維持するための設計方針  

Hitz-P24 型は、特定兼用キャスクについて、特定兼用キャスクの安全機能

を維持する観点から、収納する使用済燃料の種類、燃焼度、冷却期間等の条

件から、除熱評価の結果が厳しくなる入力条件を設定したうえで求めた使用

済燃料集合体の崩壊熱量及び使用済燃料集合体の燃焼度に応じた収納配置

を考慮した除熱評価を行い、特定兼用キャスクの温度を構成部材の健全性が

保たれる温度以下となる設計とする。 

また、Hitz-P24 型は、使用済燃料集合体及び特定兼用キャスクの温度が制限さ

れる値以下に維持されていることを評価するために、特定兼用キャスク外表面の

温度を測定できる設計とする。 

 

なお、Hitz-P24 型に使用済燃料集合体を収納するに当たっては、特定兼用キャ

スクの除熱機能に関する評価で考慮した使用済燃料集合体の種類、燃焼度及び冷

却期間に応じた使用済燃料集合体の配置の条件又は範囲を逸脱しないような措

置が講じられること、並びに Hitz-P24 型を貯蔵する貯蔵建屋は、特定兼用キャ

スクの除熱機能を阻害しない設計であり、貯蔵建屋の給排気口は、積雪等により

閉塞しない設計であること、Hitz-P24 型を含めた特定兼用キャスク周囲温度及

び貯蔵施設における貯蔵建屋壁面温度が、2.5 に示したそれぞれの最高温度以下

であること、さらに、貯蔵建屋内の周囲温度が異常に上昇しないことを監視でき

ることについては、設置（変更）許可申請時に別途確認されるものとする。 

 

三 Hitz-P24 型は、次の方針に基づき安全設計を行う。 

(1) 使用済燃料集合体を内封する空間を負圧に維持するための設計方針  

Hitz-P24 型は、長期にわたって閉じ込め機能を維持する観点から、特定兼

用キャスクの蓋及び蓋貫通孔のシール部に金属ガスケットを用いることに

より、設計貯蔵期間 60 年間を通じて、使用済燃料集合体を内封する空間を

負圧に維持できる設計とする。負圧に維持できる設計により当該空間が不活

性雰囲気に保たれる。 

(2) 使用済燃料集合体を内封する空間を容器外部から隔離するための設計方

針 

Hitz-P24 型は、使用済燃料集合体を内封する空間を特定兼用キャスク外

部から隔離する設計として、特定兼用キャスクの蓋部を一次蓋及び二次蓋に

よる二重の閉じ込め構造とし、その蓋間を正圧に維持することにより圧力障
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壁を形成し、使用済燃料集合体を内封する空間を特定兼用キャスク外部から

隔離する設計とする。 

また、Hitz-P24 型は、蓋間の圧力を測定することにより閉じ込め機能を監視で

きる設計とする。 

 

なお、Hitz-P24 型の万一の閉じ込め機能の異常に対する修復性の考慮がなさ

れていることについては、設置（変更）許可申請時に別途確認されるものとする。 
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（原子炉冷却材圧力バウンダリ） 

第十七条 発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、原子炉冷却材圧力バウン

ダリを構成する機器（安全施設に属するものに限る。以下この条において同じ。）を設

けなければならない。 

一 通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に生ずる衝撃、炉心

の反応度の変化による荷重の増加その他の原子炉冷却材圧力バウンダリを構成す

る機器に加わる負荷に耐えるものとすること。 

二 原子炉冷却材の流出を制限するため隔離装置を有するものとすること。 

三 通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に瞬間的破壊が生じ

ないよう、十分な破壊じん性を有するものとすること。 

四 原子炉冷却材圧力バウンダリからの原子炉冷却材の漏えいを検出する装置を有

するものとすること。 

 

適合のための設計方針 

型式証明申請の範囲外とする。 
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（蒸気タービン） 

第十八条 蒸気タービン（安全施設に属するものに限る。以下この条において同じ。）

は、当該蒸気タービンが損壊し、又は故障した場合においても、発電用原子炉施設の

安全性を損なわないものでなければならない。 

２ 蒸気タービンには、当該蒸気タービンが損壊し、又は故障した場合においても発電

用原子炉施設の安全性を損なわないよう、その運転状態を監視できる設備を設けなけ

ればならない。 

 

適合のための設計方針 

型式証明申請の範囲外とする。 
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（非常用炉心冷却設備） 

第十九条 発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、非常用炉心冷却設備（安

全施設に属するものに限る。）を設けなければならない。 

一 一次冷却材を喪失した場合においても、燃料被覆材の温度が燃料材の溶融又は燃

料体の著しい損傷を生ずる温度を超えて上昇することを防止できるものとするこ

と。 

二 一次冷却材を喪失した場合においても、燃料被覆材と冷却材との反応により著し

く多量の水素を生じないものとすること。 

 

適合のための設計方針 

型式証明申請の範囲外とする。 
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（一次冷却材の減少分を補給する設備） 

第二十条 発電用原子炉施設には、通常運転時又は一次冷却材の小規模漏えい時に発生

した一次冷却材の減少分を補給する設備（安全施設に属するものに限る。）を設けなけ

ればならない。 

 

適合のための設計方針 

型式証明申請の範囲外とする。 
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（残留熱を除去することができる設備） 

第二十一条 発電用原子炉施設には、発電用原子炉を停止した場合において、燃料要素

の許容損傷限界及び原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性を維持するために必要な

パラメータが設計値を超えないようにするため、原子炉圧力容器内において発生した

残留熱を除去することができる設備（安全施設に属するものに限る。）を設けなければ

ならない。 

 

適合のための設計方針 

型式証明申請の範囲外とする。 
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（最終ヒートシンクへ熱を輸送することができる設備） 

第二十二条 発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、最終ヒートシンクへ熱

を輸送することができる設備（安全施設に属するものに限る。）を設けなければならな

い。 

一 原子炉圧力容器内において発生した残留熱及び重要安全施設において発生した

熱を除去することができるものとすること。 

二 津波、溢水又は工場等内若しくはその周辺における発電用原子炉施設の安全性を

損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるものに対して安全性

を損なわないものとすること。 

 

適合のための設計方針 

型式証明申請の範囲外とする。 
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（計測制御系統施設） 

第二十三条 発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、計測制御系統施設を設

けなければならない。 

一 炉心、原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器バウンダリ並びにこれら

に関連する系統の健全性を確保するために監視することが必要なパラメータは、通

常運転時及び運転時の異常な過渡変化時においても想定される範囲内に制御でき

るものとすること。 

二 前号のパラメータは、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時においても想定

される範囲内で監視できるものとすること。 

三 設計基準事故が発生した場合の状況を把握し、及び対策を講ずるために必要なパ

ラメータは、設計基準事故時に想定される環境下において、十分な測定範囲及び期

間にわたり監視できるものとすること。 

四 前号のパラメータのうち、発電用原子炉の停止及び炉心の冷却に係るものについ

ては、設計基準事故時においても二種類以上監視し、又は推定することができるも

のとすること。 

五 発電用原子炉の停止及び炉心の冷却並びに放射性物質の閉じ込めの機能の状況

を監視するために必要なパラメータは、設計基準事故時においても確実に記録さ

れ、及び当該記録が保存されるものとすること。 

 

適合のための設計方針 

型式証明申請の範囲外とする。 
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（安全保護回路） 

第二十四条 発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、安全保護回路（安全施

設に属するものに限る。以下この条において同じ。）を設けなければならない。 

一 運転時の異常な過渡変化が発生する場合において、その異常な状態を検知し、及

び原子炉停止系統その他系統と併せて機能することにより、燃料要素の許容損傷限

界を超えないようにできるものとすること。 

二 設計基準事故が発生する場合において、その異常な状態を検知し、原子炉停止系

統及び工学的安全施設を自動的に作動させるものとすること。 

三 安全保護回路を構成する機械若しくは器具又はチャンネルは、単一故障が起きた

場合又は使用状態からの単一の取り外しを行った場合において、安全保護機能を失

わないよう、多重性を確保するものとすること。 

四 安全保護回路を構成するチャンネルは、それぞれ互いに分離し、それぞれのチャ

ンネル間において安全保護機能を失わないように独立性を確保するものとするこ

と。 

五 駆動源の喪失、系統の遮断その他の不利な状況が発生した場合においても、発電

用原子炉施設をより安全な状態に移行するか、又は当該状態を維持することによ

り、発電用原子炉施設の安全上支障がない状態を維持できるものとすること。 

六 不正アクセス行為その他の電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は

使用目的に反する動作をさせる行為による被害を防止することができるものとす

ること。 

七 計測制御系統施設の一部を安全保護回路と共用する場合には、その安全保護機能

を失わないよう、計測制御系統施設から機能的に分離されたものとすること。 

 

適合のための設計方針 

型式証明申請の範囲外とする。 
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（反応度制御系統及び原子炉停止系統） 

第二十五条 発電用原子炉施設には、反応度制御系統（原子炉停止系統を含み、安全施

設に係るものに限る。次項において同じ。）を設けなければならない。 

２ 反応度制御系統は、計画的な出力変化に伴う反応度変化を燃料要素の許容損傷限界

を超えることなく制御できる能力を有し、かつ、次に掲げるものでなければならない。 

一 制御棒、液体制御材その他反応度を制御するものによる二以上の独立した系統を

有するものとすること。 

二 通常運転時の高温状態において、二以上の独立した系統がそれぞれ発電用原子炉

を未臨界に移行し、及び未臨界を維持できるものであり、かつ、運転時の異常な過

渡変化時の高温状態においても反応度制御系統のうち少なくとも一つは、燃料要素

の許容損傷限界を超えることなく発電用原子炉を未臨界に移行し、及び未臨界を維

持できること。この場合において、非常用炉心冷却設備その他の発電用原子炉施設

の安全性を損なうおそれがある場合に作動する設備の作動に伴って注入される液

体制御材による反応度価値を加えることができる。 

三 通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時における低温状態において、反応度制

御系統のうち少なくとも一つは、発電用原子炉を未臨界に移行し、及び未臨界を維

持できること。 

四 一次冷却材喪失その他の設計基準事故時において、反応度制御系統のうち少なく

とも一つは、発電用原子炉を未臨界へ移行することができ、かつ、少なくとも一つ

は、発電用原子炉を未臨界に維持できること。この場合において、非常用炉心冷却

設備その他の発電用原子炉施設の安全性を損なうおそれがある場合に作動する設

備の作動に伴って注入される液体制御材による反応度価値を加えることができる。 

五 制御棒を用いる場合にあっては、反応度価値の最も大きな制御棒一本が固着した

場合においても前三号の規定に適合すること。 

３ 制御棒の最大反応度価値及び反応度添加率は、想定される反応度投入事象（発電用

原子炉に反応度が異常に投入される事象をいう。）に対して原子炉冷却材圧力バウン

ダリを破損せず、かつ、炉心の冷却機能を損なうような炉心、炉心支持構造物及び原

子炉圧力容器内部構造物の損壊を起こさないものでなければならない。 

４ 制御棒、液体制御材その他の反応度を制御する設備は、通常運転時における圧力、

温度及び放射線に起因する最も厳しい条件において、必要な物理的及び化学的性質を

保持するものでなければならない。 

 

適合のための設計方針 

型式証明申請の範囲外とする。  
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（原子炉制御室等） 

第二十六条 発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、原子炉制御室（安全施

設に属するものに限る。以下この条において同じ。）を設けなければならない。 

一 設計基準対象施設の健全性を確保するために必要なパラメータを監視できるも

のとすること。 

二 発電用原子炉施設の外の状況を把握する設備を有するものとすること。 

三 発電用原子炉施設の安全性を確保するために必要な操作を手動により行うこと

ができるものとすること。 

２ 発電用原子炉施設には、火災その他の異常な事態により原子炉制御室が使用できな

い場合において、原子炉制御室以外の場所から発電用原子炉を高温停止の状態に直ち

に移行させ、及び必要なパラメータを想定される範囲内に制御し、その後、発電用原

子炉を安全な低温停止の状態に移行させ、及び低温停止の状態を維持させるために必

要な機能を有する装置を設けなければならない。 

３ 一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障その他の異常が発生した場

合に発電用原子炉の運転の停止その他の発電用原子炉施設の安全性を確保するため

の措置をとるため、従事者が支障なく原子炉制御室に入り、又は一定期間とどまり、

かつ、当該措置をとるための操作を行うことができるよう、次の各号に掲げる場所の

区分に応じ、当該各号に定める設備を設けなければならない。 

一 原子炉制御室及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍 工場等内における

有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した

場合に原子炉制御室において自動的に警報するための装置 

二 原子炉制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員その他の従事者が原子炉制

御室に出入りするための区域 遮蔽壁その他の適切に放射線から防護するための

設備、気体状の放射性物質及び原子炉制御室外の火災により発生する燃焼ガスに対

し換気設備を隔離するための設備その他の適切に防護するための設備 

 

適合のための設計方針 

型式証明申請の範囲外とする。 
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（放射性廃棄物の処理施設） 

第二十七条 工場等には、次に掲げるところにより、通常運転時において放射性廃棄物

（実用炉規則第二条第二項第二号に規定する放射性廃棄物をいう。以下同じ。）を処理

する施設（安全施設に係るものに限る。以下この条において同じ。）を設けなければな

らない。 

一 周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の放射性物質

の濃度を十分に低減できるよう、発電用原子炉施設において発生する放射性廃棄物

を処理する能力を有するものとすること。 

二 液体状の放射性廃棄物の処理に係るものにあっては、放射性物質を処理する施設

から液体状の放射性廃棄物が漏えいすることを防止し、及び工場等外へ液体状の放

射性廃棄物が漏えいすることを防止できるものとすること。 

三 固体状の放射性廃棄物の処理に係るものにあっては、放射性廃棄物を処理する過

程において放射性物質が散逸し難いものとすること。 

 

適合のための設計方針 

型式証明申請の範囲外とする。 
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（放射性廃棄物の貯蔵施設） 

第二十八条 工場等には、次に掲げるところにより、発電用原子炉施設において発生す

る放射性廃棄物を貯蔵する施設（安全施設に係るものに限る。）を設けなければならな

い。 

一 放射性廃棄物が漏えいし難いものとすること。 

二 固体状の放射性廃棄物を貯蔵する設備を設けるものにあっては、放射性廃棄物に

よる汚染が広がらないものとすること。 

 

適合のための設計方針 

型式証明申請の範囲外とする。 

 

  



 

1-44 

 

（工場等周辺における直接線等からの防護） 

第二十九条 設計基準対象施設は、通常運転時において発電用原子炉施設からの直接線

及びスカイシャイン線による工場等周辺の空間線量率が十分に低減できるものでな

ければならない。 

 

適合のための設計方針 

型式証明申請の範囲外とする。 

 

  



 

1-45 

 

（放射線からの放射線業務従事者の防護） 

第三十条 設計基準対象施設は、外部放射線による放射線障害を防止する必要がある場

合には、次に掲げるものでなければならない。 

一 放射線業務従事者（実用炉規則第二条第二項第七号に規定する放射線業務従事者

をいう。以下同じ。）が業務に従事する場所における放射線量を低減できるものと

すること。 

二 放射線業務従事者が運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、迅

速な対応をするために必要な操作ができるものとすること。 

２ 工場等には、放射線から放射線業務従事者を防護するため、放射線管理施設を設け

なければならない。 

３ 放射線管理施設には、放射線管理に必要な情報を原子炉制御室その他当該情報を伝

達する必要がある場所に表示できる設備（安全施設に属するものに限る。）を設けなけ

ればならない。 

 

適合のための設計方針 

 型式証明申請の範囲外とする。 
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（監視設備） 

第三十一条 発電用原子炉施設には、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計

基準事故時において、当該発電用原子炉施設及びその境界付近における放射性物質の

濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びに設計基準事故時における迅速な対応

のために必要な情報を原子炉制御室その他当該情報を伝達する必要がある場所に表

示できる設備（安全施設に属するものに限る。）を設けなければならない。 

 

適合のための設計方針 

型式証明申請の範囲外とする。 
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（原子炉格納施設） 

第三十二条 原子炉格納容器は、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設が損壊し、又は

故障した場合において漏えいする放射性物質が公衆に放射線障害を及ぼさないよう

にするため、想定される最大の圧力、最高の温度及び適切な地震力に十分に耐えるこ

とができ、かつ、適切に作動する隔離機能と併せて所定の漏えい率を超えることがな

いものでなければならない。 

２ 原子炉格納容器バウンダリを構成する設備は、通常運転時、運転時の異常な過渡変

化時及び設計基準事故時に瞬間的破壊が生じないよう、十分な破壊じん性を有するも

のでなければならない。 

３ 原子炉格納容器を貫通する配管には、隔離弁（安全施設に属するものに限る。次項

及び第五項において同じ。）を設けなければならない。ただし、計測装置又は制御棒駆

動装置に関連する配管であって、当該配管を通じての漏えい量が十分許容される程度

に抑制されているものについては、この限りでない。 

４ 主要な配管（事故の収束に必要な系統の配管を除く。）に設ける隔離弁は、設計基準

事故時に隔離機能の確保が必要となる場合において、自動的、かつ、確実に閉止され

る機能を有するものでなければならない。 

５ 発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより隔離弁を設けなければならない。 

一 原子炉格納容器に近接した箇所に設置するものとすること。 

二 原子炉格納容器内に開口部がある配管又は原子炉冷却材圧力バウンダリに接続

している配管のうち、原子炉格納容器の外側で閉じていないものにあっては、原子

炉格納容器の内側及び外側にそれぞれ一個の隔離弁を設けるものとすること。ただ

し、その一方の側の設置箇所における配管の隔離弁の機能が、湿気その他隔離弁の

機能に影響を与える環境条件によって著しく低下するおそれがあると認められる

ときは、貫通箇所の外側であって近接した箇所に二個の隔離弁を設けることをもっ

て、これに代えることができる。 

三 原子炉格納容器を貫通し、貫通箇所の内側又は外側において閉じている配管にあ

っては、原子炉格納容器の外側に一個の隔離弁を設けるものとすること。ただし、

当該格納容器の外側に隔離弁を設けることが困難である場合においては、原子炉格

納容器の内側に一個の隔離弁を適切に設けることをもって、これに代えることがで

きる。 

四 前二号の規定にかかわらず、配管に圧力開放板を適切に設けるときは、原子炉格

納容器の内側又は外側に通常時において閉止された一個の隔離弁を設けることを

もって、前二号の規定による隔離弁の設置に代えることができる。 

五 閉止後において駆動動力源が喪失した場合においても隔離機能が失われないも
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のとすること。 

６ 発電用原子炉施設には、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設が損壊し、又は故障

した際に生ずる原子炉格納容器内の圧力及び温度の上昇により原子炉格納容器の健

全性に支障が生ずることを防止するため、原子炉格納容器内において発生した熱を除

去する設備（安全施設に属するものに限る。）を設けなければならない。 

７ 発電用原子炉施設には、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設が損壊し、又は故障

した際に原子炉格納容器から気体状の放射性物質が漏えいすることにより公衆に放

射線障害を及ぼすおそれがある場合は、放射性物質の濃度を低減させるため、原子炉

格納施設内の雰囲気の浄化系（安全施設に係るものに限る。）を設けなければならな

い。 

８ 発電用原子炉施設には、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設が損壊し、又は故障

した際に生ずる水素及び酸素により原子炉格納容器の健全性を損なうおそれがある

場合は、水素及び酸素の濃度を抑制するため、可燃性ガス濃度制御系（安全施設に係

るものに限る。）を設けなければならない。 

 

適合のための設計方針 

型式証明申請の範囲外とする。 
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（保安電源設備） 

第三十三条 発電用原子炉施設は、重要安全施設がその機能を維持するために必要とな

る電力を当該重要安全施設に供給するため、電力系統に連系したものでなければなら

ない。 

２ 発電用原子炉施設には、非常用電源設備（安全施設に属するものに限る。以下この

条において同じ。）を設けなければならない。 

３ 保安電源設備（安全施設へ電力を供給するための設備をいう。）は、電線路、発電用

原子炉施設において常時使用される発電機及び非常用電源設備から安全施設への電

力の供給が停止することがないよう、機器の損壊、故障その他の異常を検知するとと

もに、その拡大を防止するものでなければならない。 

４ 設計基準対象施設に接続する電線路のうち少なくとも二回線は、それぞれ互いに独

立したものであって、当該設計基準対象施設において受電可能なものであり、かつ、

それにより当該設計基準対象施設を電力系統に連系するものでなければならない。 

５ 前項の電線路のうち少なくとも一回線は、設計基準対象施設において他の回線と物

理的に分離して受電できるものでなければならない。 

６ 設計基準対象施設に接続する電線路は、同一の工場等の二以上の発電用原子炉施設

を電力系統に連系する場合には、いずれの二回線が喪失した場合においても電力系統

からこれらの発電用原子炉施設への電力の供給が同時に停止しないものでなければ

ならない。 

７ 非常用電源設備及びその附属設備は、多重性又は多様性を確保し、及び独立性を確

保し、その系統を構成する機械又は器具の単一故障が発生した場合であっても、運転

時の異常な過渡変化時又は設計基準事故時において工学的安全施設及び設計基準事

故に対処するための設備がその機能を確保するために十分な容量を有するものでな

ければならない。 

８ 設計基準対象施設は、他の発電用原子炉施設に属する非常用電源設備及びその附属

設備から受電する場合には、当該非常用電源設備から供給される電力に過度に依存し

ないものでなければならない。 

 

適合のための設計方針 

型式証明申請の範囲外とする。 
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（緊急時対策所） 

第三十四条 工場等には、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他の異常が

発生した場合に適切な措置をとるため、緊急時対策所を原子炉制御室以外の場所に設

けなければならない。 

２ 緊急時対策所及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍には、有毒ガスが発生し

た場合に適切な措置をとるため、工場等内における有毒ガスの発生を検出するための

装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に緊急時対策所において自動的

に警報するための装置その他の適切に防護するための設備を設けなければならない。 

 

適合のための設計方針 

型式証明申請の範囲外とする。 
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（通信連絡設備） 

第三十五条 工場等には、設計基準事故が発生した場合において工場等内の人に対し必

要な指示ができるよう、警報装置（安全施設に属するものに限る。）及び多様性を確保

した通信連絡設備（安全施設に属するものに限る。）を設けなければならない。 

２ 工場等には、設計基準事故が発生した場合において発電用原子炉施設外の通信連絡

をする必要がある場所と通信連絡ができるよう、多様性を確保した専用通信回線を設

けなければならない。 

 

適合のための設計方針 

型式証明申請の範囲外とする。 
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（補助ボイラー） 

第三十六条 発電用原子炉施設には、設計基準事故に至るまでの間に想定される使用条

件に応じて必要な蒸気を供給する能力がある補助ボイラー（安全施設に属するものに

限る。次項において同じ。）を設けなければならない。 

２ 補助ボイラーは、発電用原子炉施設の安全性を損なわないものでなければならな

い。 

 

適合のための設計方針 

型式証明申請の範囲外とする。 
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4. 安全設計に関する構造及び評価 

4.1 臨界防止機能 

(1) 臨界防止機能に関する構造 

Hitz-P24 型の内部には、格子状のバスケットが設けられており、設計貯蔵期間を通じ

て使用済燃料集合体を所定の幾何学的配置に維持するためにバスケット格子の構造健全

性を保つことで臨界を防止する。また、バスケットの適切な位置に中性子吸収材を配置

することで臨界を防止する。 

(2) 臨界解析 

臨界解析フローを第 1-5 図に示す。 

臨界解析では、Hitz-P24 型及び燃料集合体の実形状を三次元でモデル化し、共鳴計算

を共鳴処理コードである BONAMI、CENTRM 及び PMC、中性子実効増倍率の計算を

臨界解析コード KENO-V.a で行う SCALE コードシステム（6.2.1）を用いる。また、

断面積ライブラリには、SCALE コードシステムの内蔵ライブラリデータのひとつであ

る 252 群ライブラリデ一タを使用して中性子実効増倍率を求め、その値が解析コードの

精度等を考慮して、0.95 以下となることを確認する。 

臨界解析に用いる使用済燃料集合体の仕様を第 1-4 表に、臨界解析条件を第 1-5 表に

示す。臨界解析の対象とする使用済燃料は 17×17 燃料（A 型）で代表し、新燃料を仮定

して評価する。燃料集合体には可燃性毒物としてガドリニアを添加した燃料棒が含まれ

る場合があるが、中性子実効増倍率の評価に当たってはガドリニアの存在を無視する。

また、バーナブルポイズン集合体は考慮しない。 

使用済燃料集合体を Hitz-P24 型に 24 体収納した状態を設定し、Hitz-P24 型相互の

中性子干渉を考慮して、Hitz-P24 型が無限に配列している体系とする。さらに、バスケ

ット格子内の使用済燃料集合体は、中性子実効増倍率が最大となるように配置するとと

もに、バスケットの格子内のり等の寸法条件について公差を考慮し、中性子吸収材はほ

う素添加量を仕様上の下限値とするなど、安全裕度を見込むこととする。なお、設計貯

蔵期間経過後の中性子吸収材中のほう素の減損割合は非常に小さいため、これを無視す

る。 

上記条件に基づく解析の結果、第 1-6 表に示すように、統計誤差として標準偏差の 3

倍を考慮した中性子実効増倍率は 0.95 以下を満足している。 
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4.2 遮蔽機能 

(1) 遮蔽機能に関する構造 

Hitz-P24 型は、使用済燃料集合体からの放射線を特定兼用キャスク本体及び蓋部に

より遮蔽する。ガンマ線遮蔽材には鋼製の材料を用い、中性子遮蔽材には水素を多く含

有する樹脂を用いる。 

(2) 遮蔽解析 

遮蔽解析フローを第 1-6 図に示す。 

遮蔽解析では、二次元輸送計算コード DOT3.5（断面積ライブラリ：MATXSLIB-J33）

を用いて線量当量率を評価する。線量当量率評価に用いる線源強度は、収納する使用済

燃料集合体の種類、燃焼度、濃縮度、冷却期間等を条件に、燃焼計算コード ORIGEN2

（断面積ライブラリ：PWRU50）を用いて求める。 

使用済燃料集合体及びバーナブルポイズン集合体の線源強度計算条件を第 1-7表に示

す。線源強度の計算には、使用済燃料集合体の平均燃焼度に対する軸方向の燃焼度の比

を包含する燃焼度分布（以下「ピーキングファクター」という。）を考慮する。線源強

度計算に使用したピーキングファクターを第 1-7 図に示す。また、バーナブルポイズン

集合体は、構造材としての遮蔽効果は無視し、線源強度のみを考慮する。線源強度の計

算結果を第 1-8 表に示す。 

線量当量率の評価は、17×17 燃料（A 型）及び 17×17 燃料（B 型）を対象として実

施する。 

線量当量率の評価に当たっては、第 1-3 図に示す使用済燃料集合体の燃焼度に応じた

収納位置条件を考慮し、第 1-8 図に示す使用済燃料の収納位置条件とする。また、設計

貯蔵期間中におけるHitz-P24型の中性子遮蔽材の熱による遮蔽性能の低下を考慮する。 

上記条件に基づく解析の結果、第 1-6 表に示すように、表面及び表面から 1m 離れた

位置における線量当量率は、それぞれ 2mSv/h 及び 100µSv/h 以下を満足している。 
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4.3 除熱機能 

(1) 除熱機能に関する構造 

Hitz-P24 型は、使用済燃料から発生する崩壊熱を伝導、対流、放射により Hitz-

P24 型の外表面に伝え、周囲の空気等に伝達する。特定兼用キャスク本体側部の中

性子遮蔽材には熱伝導率の低い樹脂が用いられているので、伝熱フィンを設けるこ

とにより必要な除熱機能を確保する。 

(2) 除熱解析 

除熱解析フローを第 1-9 図に示す。 

除熱解析は、Hitz-P24 型の実形状を軸方向断面、径方向断面にそれぞれ二次元

で、燃料集合体の実形状を径方向断面に二次元でモデル化し、有限要素法コード

ABAQUS を用いて行う。 

除熱解析条件を第 1-9 表に示す。収納する使用済燃料の種類、燃焼度、冷却期間

等を考慮し、除熱評価の結果が厳しくなるような条件を設定し、燃焼計算コード

ORIGEN2 を用いて求めた崩壊熱量、及び第 1-10 図に示す使用済燃料の燃焼度に

応じた収納配置を入力条件として、燃料被覆管及び安全機能を維持するうえで重要

な構成部材の温度を評価する。燃料被覆管は貯蔵する使用済燃料の種類ごとに定め

る制限温度、構成部材はその健全性に影響を与えない温度以下となることを確認す

る。 

保守的な温度評価を行うために、蓋部及び底部の温度は、軸方向断面の二次元モ

デル、それ以外の構成部材の温度は径方向断面の二次元モデルで評価し、燃料被覆

管の温度は、燃料集合体の径方向断面の二次元モデルで評価する。また、構成部材

の温度評価に当たっては、第 1-7 表に示す使用済燃料のピーキングファクターを考

慮して、最大崩壊熱量を上回る崩壊熱量を設定するとともに、特定兼用キャスク本

体底部を断熱条件とし、さらに、燃料被覆管の温度評価に当たっては、軸方向を断

熱条件とするなど十分な保守性を見込むこととする。除熱解析では、代表として崩

壊熱量の大きい 17×17 燃料（A 型）を対象とする。 

上記条件に基づく解析の結果、第 1-6 表に示すように、燃料被覆管は制限温度を

満足している。また、構成部材の温度は、その健全性に影響を与えない温度以下で

ある。 
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4.4 閉じ込め機能 

(1） 閉じ込め機能に関する構造 

Hitz-P24 型の閉じ込め構造を第 1-11 図に、シール部詳細を第 1-12 図に示す。 

Hitz-P24 型は、特定兼用キャスク本体及び蓋部により使用済燃料集合体を収納

する空間を特定兼用キャスク外部から隔離し、設計貯蔵期間を通じて負圧に維持す

る。Hitz-P24 型は、蓋部を一次蓋、二次蓋の二重閉じ込め構造とし、その蓋間をあ

らかじめ正圧として圧力障壁を形成することにより、放射性物質を特定兼用キャス

ク内部に閉じ込める。また、使用済燃料集合体を収納する空間に通じる一次蓋貫通

孔にはシール部を設ける。蓋及び蓋貫通孔のシール部には、長期にわたって閉じ込

め機能を維持する観点から金属ガスケットを用いる。 

金属ガスケットの漏えい率は、設計貯蔵期間を通じて、蓋間に充填されているヘ

リウムガスが蓋間の圧力を一定とした条件下で使用済燃料集合体を内封する空間

側に漏えいし、かつ、燃料被覆管からの核分裂生成ガスの放出を仮定しても、使用

済燃料集合体を内封する空間を負圧に維持できるように設定し、その漏えい率を満

足していることを貯蔵開始前の漏えい率検査により確認する。また、その蓋間の圧

力を測定することにより閉じ込め機能を監視する。蓋間の圧力に異常が生じた場合

でも、あらかじめ特定兼用キャスク内部を負圧に維持するとともに、蓋間の圧力を

正圧としているので、内部の気体が外部に漏えいすることはない。  

(2) 閉じ込め評価 

閉じ込め評価フローを第 1-13 図に示す。 

閉じ込め評価では、設計貯蔵期間を通じて Hitz-P24 型内部の負圧が維持できる

漏えい率を求める。 

漏えい率は、シールされる流体、シール部温度及び漏えいの上流側と下流側の圧

力に依存する。したがって、特定兼用キャスク内部圧力変化は、蓋間圧力と内部圧

力の圧力差の下で、ある漏えい率を持つシール部を通じて特定兼用キャスク内部へ

流入する気体の漏えい量を積分することによって求められる。 

Hitz-P24 型の閉じ込め評価の基準となる基準漏えい率は、設計貯蔵期間中に特

定兼用キャスク本体内部の負圧が維持できる漏えい率として定義され、使用する金

属ガスケットが確保可能な設計漏えい率、及び貯蔵開始前の漏えい率検査の判定基

準として確認可能な漏えい率（リークテスト判定基準）を上回るものでなければな

らない。 

基準漏えい率を求めるに当たり設定した評価条件を第 1-10 表に示す。蓋間圧力

は一定とし、蓋間空間のガスが特定兼用キャスク内部側にのみ漏えいするものとし

て漏えい率の計算を行う。また、大気圧は、気象変化による圧力変動を考慮した値

として 9.7×104 Pa とする。特定兼用キャスク内部圧力の算定に当たっては、使用

済燃料の破損率として、米国の使用済燃料の乾式貯蔵中における漏えい燃料発生率
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（約 0.01%）と日本の軽水炉における運転中の漏えい燃料発生率（約 0.01%以下）

を考慮し、保守的な値として 0.1%とする(6)。 

閉じ込め評価の結果、第 1-6 表に示すように、金属ガスケットの漏えい率は、基

準漏えい率以下を満足している。なお、貯蔵開始前の漏えい率検査では、一次蓋及

び蓋貫通孔のカバープレートシール部の漏えい率の合計がリークテスト判定基準

を満足することを確認する。 
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4.5 構造強度 

(1) 構造 

Hitz-P24 型は、自重、内圧、熱荷重等を考慮して設計するとともに、貯蔵建屋内での

取扱い時の荷重等を考慮しても構造健全性を維持する設計とする。 

Hitz-P24 型は、貯蔵建屋内等においてトラニオンをクレーン等により吊り上げて取

り扱う。また、貯蔵中は縦置き姿勢であり、貯蔵建屋内で貯蔵架台を介して床面に設置

される。 

(2) 構造解析 

貯蔵建屋における取り扱い時の構造強度評価は、取り扱いによって発生する加速度と

して、Hitz-P24 型を垂直姿勢で吊り上げる事象を想定し、以下に示す加速度を考慮して

行う。 

・鉛直方向：1.3G 

上記の加速度は、4.6.1 項に示す地震時の安全機能維持評価における加速度に比べ小さ

く、また、加速度以外の荷重条件は同じであるため、特定兼用キャスクの上部トラニオ

ン以外の各部に発生する応力は、地震時の安全機能評価において発生する応力以下であ

る。地震時の安全機能維持評価において特定兼用キャスク各部に発生する応力は、

十分に小さく、金属キャスク構造規格等の供用状態に定められた許容応力以下であ

る。 

上部トラニオンについては、吊上げ時に作用する荷重は地震時より大きいため、

吊上げ時に発生する応力を応力評価式にて算出し、構造健全性を評価する。評価の結

果、第 1-6 表に示すように、吊上げ時に上部トラニオンに生じる応力は評価基準を満

足しており、構造健全性は維持される。 
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4.6 自然現象等に対する安全機能に関する評価 

4.6.1 地震 

(1) 地震に対する構造 

Hitz-P24 型は、自重その他の貯蔵時に想定される荷重と兼用キャスク告示に示す地

震力を組み合わせた荷重条件に対して、支持性能が確保され、特定兼用キャスクの安全

機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

(2) 構造解析 

Hitz-P24 型は第 1-1 図に示すように下部トラニオンにより貯蔵架台に固定され、縦

置き姿勢で貯蔵される。したがって、地震時の下部トラニオンの構造健全性を評価する。

Hitz-P24 型の自重その他の貯蔵時に想定される荷重と第 1-11 表に示す地震時に Hitz-

P24 型に生じる加速度による地震力を組み合わせた荷重条件に対して、トラニオンに生

じる応力を応力評価式にて算出し、構造健全性を評価する。 

また、Hitz-P24 型の地震時における密封境界部、外筒、バスケット及び伝熱フィンの

機能維持評価フローを第 1-14 図に示す。Hitz-P24 型の自重その他の貯蔵時に想定され

る荷重と第 1-11 表に示す地震時に Hitz-P24 型に生じる加速度による地震力を組み合

わせた荷重条件に対して、密封境界部（一次蓋密封シール部及び一次蓋ボルト）及び外

筒については有限要素法を用いた ABAQUS コードにより、また、バスケット及び伝熱

フィンについては応力評価式により応力を計算し、構造健全性評価を行う。 

上記条件に基づく評価の結果、第 1-12 表に示すように、地震時にトラニオンに生じ

る応力は評価基準を満足しており、構造健全性は維持される。また、地震時の密封境

界部、外筒、バスケット及び伝熱フィンの応力は評価基準を満足しており、安全機能は

維持される。 

 

4.6.2 津波 

(1) 津波に対する構造 

Hitz-P24 型は、兼用キャスク告示に定める津波による遡上波の波力及び漂流物の衝

突による荷重が同時に作用する荷重条件に対して、特定兼用キャスクの安全機能が損な

われるおそれがない設計とする。 

 (2) 構造解析 

Hitz-P24 型は、津波及び漂流物の衝突による荷重として第 1-11 表に示す評価条件に

基づき、構成部材の応力を評価し、設計基準値以下となることを確認する。津波荷重が

Hitz-P24 型に作用した場合の機能維持評価フローを第 1-15 図に示す。 

津波荷重として、浸水深に基づく津波波力並びに流速及び漂流物質量に基づく漂流物

衝突による荷重が同時に作用するとし、Hitz-P24 型に発生する津波荷重を算定する。津

波波力の算定には、「東日本大震災における津波による建築物被害を踏まえた津波避

難ビル等の構造上の要件に係る暫定指針」に示される評価式を、また、漂流物衝突荷
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重の算定には、「道路橋示方書・同解説Ⅰ共通編、Ⅳ下部構造編」に示される評価式を

用いる。また、安全機能維持評価では、津波荷重と供用中に Hitz-P24 型に作用する荷

重を組み合わせる。 

上記条件に基づく評価の結果、津波荷重（5.75×103 kN）を包絡する設計荷重（2.37

×104 kN）（第 1-13 表参照）が作用しても、特定兼用キャスクの安全機能を担保する

構成部材に発生する応力は、第 1-14 表に示すように、設計基準値以下であり、安全機能

が損なわれるおそれはない。 

 

4.6.3 竜巻 

(1) 竜巻に対する構造 

Hitz-P24 型は、兼用キャスク告示に定める竜巻による荷重及び設計飛来物の衝

突による荷重を組み合わせた荷重条件に対して、特定兼用キャスクの安全機能が損

なわれない設計とする。 

 (2) 構造解析 

Hitz-P24 型は、竜巻及び設計飛来物の衝突による荷重として第 1-11 表に示す評

価条件に基づき、構成部材の応力を評価し、設計基準値以下となることを確認する。

竜巻荷重が Hitz-P24 型に作用した場合の機能維持評価フローを第 1-15 図に示す。 

竜巻荷重として、「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」に基づき、風圧力による荷

重、気圧差による荷重及び設計飛来物による衝撃荷重を組み合わせた複合荷重を考慮し、

Hitz-P24 型に発生する竜巻荷重を算定する。なお、設計飛来物については、「原子力発

電所の竜巻影響評価ガイド」の解説表 4.1 に示される 5 種類とする。設計飛来物の条件

を第 1-15 表に示す。設計飛来物による衝突荷重は、設計飛来物の圧潰挙動を無視した

Riera の式を適用する。また、安全機能維持評価では、竜巻荷重と供用中に Hitz-P24 型

に作用する荷重を組み合わせる。 

上記条件に基づく評価の結果、竜巻荷重（8.55×103 kN）は、前項の設計荷重（2.37

×104 kN）より小さいため、特定兼用キャスクの安全機能を担保する構成部材に発生

する応力は、第 1-14 表に示すように、設計基準値以下であり、安全機能が損なわれるお

それはない。また、Hitz-P24 型の設計飛来物が直接衝突する部位は、設計飛来物に

よる衝突荷重により破断しない板厚であるため、特定兼用キャスクの安全機能は維

持される。 
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4.7 長期健全性 

使用済燃料の貯蔵中に構成部材が経年変化する要因としては、放射線照射、熱及び腐

食が考えられるため、これら要因に対する構成部材の設計貯蔵期間における健全性評価

を以下に示す。 

 

(1) 特定兼用キャスク本体及び蓋部（金属ガスケットを除く）の長期健全性 

Hitz-P24 型本体及び蓋部（金属ガスケットを除く）の主要な構成部材は、胴、外筒、

一次蓋、二次蓋、蓋ボルト、トラニオン、中性子遮蔽材及び伝熱フィンである。 

(a) 放射線照射による経年変化 

イ. 胴、外筒、一次蓋、二次蓋、蓋ボルト 

胴、外筒、一次蓋、二次蓋、蓋ボルトに使用する材質は低合金鋼、炭素鋼又はニ

ッケルクロムモリブデン鋼であり、中性子照射量が 1016（n/cm2）までは、顕著な

機械的特性変化は見られないことが示されており(7)、使用環境はその範囲内である。 

ロ. トラニオン 

トラニオンに使用する材質は析出硬化系ステンレス鋼であり、中性子照射量が

1017（n/cm2）までは、顕著な機械的特性変化は見られないことが示されており(8)、

使用環境はその範囲内である。 

ハ. 中性子遮蔽材 

中性子遮蔽材に使用する材質は樹脂であり、約 4×104（Gy）までのガンマ線照

射量、又は 1015（n/cm2）までの中性子照射量が、質量減損に影響を与えることは

ないことが示されており(9)、使用環境はその範囲内である。 

ニ. 伝熱フィン 

伝熱フィンに使用する材質は銅である。伝熱フィンは構造強度部材ではないため、

照射による強度変化を考慮する必要はない。なお、中性子照射量が 1016（n/cm2）

までは、顕著な機械的特性変化は見られないことが示されており(10)、使用環境はそ

の範囲内である。 

(b) 熱による経年変化 

イ. 胴、外筒、一次蓋、二次蓋、蓋ボルト 

胴、外筒、一次蓋、二次蓋、蓋ボルトの温度は 160℃以下であり材質変化するこ

とはない。また、クリープによる変形を考慮すべき温度は融点（絶対温度）の 1/3

に相当する約 300℃を超える場合であり、クリープを考慮する必要はない(11)(12)。 

ロ. トラニオン 

トラニオンの温度は 130℃以下であり材質変化することはない。また、クリープ

による変形を考慮すべき温度は融点（絶対温度）の 1/3 に相当する約 280℃を超え

る場合であり、クリープを考慮する必要はない(11)。 

ハ. 中性子遮蔽材 



 

1-62 

 

遮蔽解析では、（財）原子力発電技術機構「平成 14 年度リサイクル燃料資源貯蔵

技術調査等（金属キャスク貯蔵技術確証試験）報告書」(13)に記載されている樹脂の

質量減損式を用いて、設計貯蔵期間経過後の熱による樹脂の質量減損量を評価し、

質量減損量を考慮した遮蔽計算を行っている。 

ニ. 伝熱フィン 

構造強度部材ではないため、熱による強度変化を考慮する必要はない。なお、伝

熱フィンの温度は 130℃以下であり、材質変化することはない。 

(c) 腐食による経年変化 

イ. 胴、外筒、一次蓋、二次蓋、蓋ボルト 

胴内面、一次蓋及び二次蓋内面は、胴内及び蓋間にヘリウムガスを封入し、不活

性ガス雰囲気が維持されるため、腐食の影響はない。 

また、胴外面及び外筒内面並びに胴底板及び一次蓋の中性子遮蔽材設置部は、中

性子遮蔽材の熱による経年変化に伴い水が生じるが、中性子遮蔽材充填空間は閉鎖

環境にあり、酸素が連続的に供給されないため、腐食による影響はない。 

なお、大気に触れる部分については、塗装又はメッキによる防錆措置を施す。 

ロ. トラニオン 

トラニオンに使用する析出硬化系ステンレス鋼は大気に触れるが、耐食性に優れ

た材料であり、腐食の影響はない。 

ハ. 中性子遮蔽材 

中性子遮蔽材は樹脂であり腐食することはない。なお、熱により化学的に経年変

化するため、(b)「熱による経年変化」に示すとおり樹脂の質量減損量を評価し、質

量減損量を考慮した遮蔽計算を行っている。 

ニ. 伝熱フィン 

伝熱フィンは胴と外筒との間に取付けられており、中性子遮蔽材の熱による経年

変化に伴い水が生じるが、中性子遮蔽材充填空間は閉鎖環境にあり、また、胴外面

と外筒内面の低合金鋼及び炭素鋼が中性子遮蔽材の熱による経年変化に伴い生じ

る水と選択的に結合し腐食することから、腐食による影響はない。 

(2) 金属ガスケットの長期健全性 

(a) 放射線照射による経年変化 

金属ガスケットに使用する材質はニッケル基合金及びアルミニウム合金であり、中

性子照射量がそれぞれ 1017（n/cm2）及び 1019（n/cm2）までは、顕著な機械的特性変

化は見られないことが示されており(14) (15)、使用環境はその範囲内である。 

(b) 熱による経年変化 

（財）電力中央研究所による試験において、第 1-16 図に示す形状及び寸法の金属

ガスケットの塑性変形率と閉じ込め機能の温度・時間依存性は、以下のラーソン・ミ

ラー・パラメータ（LMP）により表されることが第 1-17図により確認されている（16）。 
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LMP = T ×（C + log（t）） 

ここで、 

T ：温度（K） 

C ：LMP の定数 

t ：時間（h） 

なお、第 1-17 図の塑性変形率の定義は、第 1-18 図に示すとおりである。 

上記より、金属ガスケットの長期閉じ込め機能は、閉じ込め機能が維持できる限界

の LMP を求め、ある温度における限界時間を予測する手法により評価することがで

きる。第 1-19 図に示すとおり、Hitz-P24 型に用いる金属ガスケットについての LMP

の定数 C=20（16）とした場合の漏えい率と LMP の関係から、初期の閉じ込め機能（1

×10-10Pa・m3/s 以下）を保持できる限界の LMP は、アルミニウム被膜（ガスケット

C）の場合は 11.0×103である。また、上式で定数 C=14（17）とした場合は、初期の閉

じ込め機能（1×10-10Pa・m3/s 以下）を保持できる限界の LMP は、約 8.0×103であ

る。Hitz-P24 型の金属ガスケット部温度は 110℃以下であり、設計貯蔵期間である

60 年の条件で求められる LMP は、LMP の定数 C を 20 あるいは 14 とするいずれの

場合においても、初期の閉じ込め機能を保持できる限界の LMP を下回る。したがっ

て、金属ガスケットは設計貯蔵期間に対して健全性を維持できる。 

(c) 腐食による経年変化 

一次蓋の金属ガスケット及び二次蓋の金属ガスケットの内側はヘリウムガス雰囲気

であり、腐食の影響はない。また、二次蓋の金属ガスケットの外側は大気と接触する

が、使用環境より厳しい塩水噴霧環境においても金属ガスケットの漏えい率に変化が

ないことが確認されている(18)。 

(3) バスケットの長期健全性 

バスケットの主要な構成部材は、バスケットプレート、固定金具、リーマピン、タイ

ロッド及び中性子吸収材である。 

(a) 放射線照射による経年変化 

バスケットプレートに使用する材質はアルミニウム合金であり、中性子照射量が

1019（n/cm2）までは、顕著な機械的特性変化は見られないことが示されており(15) (19) 

(20)、使用環境はその範囲内である。 

中性子吸収材に使用する材質はほう素添加アルミニウム合金であり、保守的に

Hitz-P24 型に収納する使用済燃料集合体の全中性子束を用いて評価しても、設計貯

蔵期間経過後の中性子吸収材中のほう素の減損割合は 10-5程度であり、劣化は無視し

得るレベルである。 

固定金具に使用する材質はステンレス鋼であり、中性子照射量が 1017（n/cm2）ま

では、顕著な機械的特性変化は見られないことが示されており(8)、使用環境はその範

囲内である。 
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リーマピン及びタイロッドに使用する材質は析出硬化系ステンレス鋼であり、中性

子照射量が 1017（n/cm2）までは、顕著な機械的特性変化は見られないことが示され

ており(8)、使用環境はその範囲内である。 

(b) 熱による経年変化 

バスケット各部の温度は 180℃以下であり、バスケットに使用されるステンレ

ス鋼及び析出硬化系ステンレス鋼が材質変化することはない。クリープによる変

形を考慮すべき温度は融点（絶対温度）の 1/3 に相当する約 280℃を超える場合

であり、クリープを考慮する必要はない (11)。 

バスケットに使用しているアルミニウム合金の HZ-A3004-H112 は、別添 1-1

に設計用強度・物性値が規定されており、設計貯蔵期間においてバスケットの使

用環境が規定されている温度範囲内であるため、熱による経年変化に対して特別

な配慮は不要である。 

なお、HZ-A3004-H112 の設計用強度は、設計貯蔵期間中の熱ばく露（過時効

条件：200℃→100℃×60 年）に伴う強度低下（Mg 固溶量の低下、Mn 系分散相

の粗大化、その他不純物元素の影響など）を考慮するため、計算材料科学の計算

結果に基づいて化学成分を調整（Mg 添加量を低減）した機械試験用供試材に過

時効熱処理を施し、その材料試験から取得した材料特性より保守的に設定してい

る。 

また、バスケットにアルミニウム合金である HZ-A3004-H112 を使用するにあ

たっては、設計貯蔵期間における設計用強度を保証するために、別添 1-1 に示す

製造管理規定を満足するように製造管理を行う。 

アルミニウム合金は、0.1%から 1.0%程度のクリープひずみが予め付与されて

いる場合において、クリープひずみが材料の機械的特性に影響を与えないことが

示されている（9）。Hitz-P24 型のバスケットは、第 1-2 図に示すとおり内側部と

外側部に分割されており、それぞれプレートを軸方向に重ねた構造であり、貯蔵

中にバスケットに生じる熱応力により有意なクリープひずみは発生しない。また、

貯蔵中にバスケットに生じる機械的荷重の内、長期荷重はバスケットの自重のみ

であり、発生する応力は極めて小さい（1MPa 以下）。設計貯蔵期間経過後のク

リープひずみが 0.1%に到達するためには 10MPa 以上の応力環境下に置かれ続

ける必要があるが、バスケットプレートに発生する応力は 10MPa に対して十分

な安全裕度がある。以上より、クリープが設計上の制約条件とならない。  

バスケットに使用しているアルミニウム合金の HZ-A3004-H112 は、バスケッ

トの使用温度範囲において、延性を失わず脆性破壊が生じないことをシャルピー

衝撃試験及び破壊靱性試験で確認しており、靱性不足による破壊に対して十分な

余裕を有していることから、破壊靭性に対する特別な配慮は不要である。 

また、中性子吸収材に含まれる炭化ほう素は熱に対する安定性を有しているた



 

1-65 

 

め、臨界防止機能への影響はない（21）。 

(c) 腐食による経年変化 

バスケットが設置される胴内にヘリウムガスを封入し、不活性ガス雰囲気が維持さ

れるため、腐食の影響はない。 
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第 1-1 表 Hitz-P24 型の仕様 

 

項 目 仕 様 

全質量（使用済燃料集合体を含む） 約 119 t 

寸 

法 

全 長 

外 径 

約 5.0 m 

約 2.7 m 

収 納 体 数 24 体 

最 大 崩 壊 熱 量 約 15.9 kW 

主 

 

要 

 

材 

 

質 

特定兼用キャスク本体   

低合金鋼 

炭素鋼 

析出硬化系ステンレス鋼 

樹脂 

銅 

胴／底板（ガンマ線遮蔽材） 

外筒（ガンマ線遮蔽材） 

ト ラ ニ オ ン 

中 性 子 遮 蔽 材 

伝 熱 フ ィ ン 

蓋  部（注 1）   

低合金鋼 

低合金鋼 

合金鋼 

一  次  蓋 

二  次  蓋 

蓋  ボ  ル  ト 

バ ス ケ ッ ト   

アルミニウム合金（注 2） 

（中性子吸収材を配置） 

析出硬化系ステンレス鋼 

析出硬化系ステンレス鋼 

ステンレス鋼 

バスケットプレート 

 

リ ー マ ピ ン 

タ イ ロ ッ ド 

固 定 金 具 

内 部 充 填 ガ ス ヘリウムガス 

シ ー ル 材 金属ガスケット 

閉 じ 込 め 監 視 方 式 圧力センサ（圧力計）による蓋間圧力監視 

（注 1）工場等外への搬出時には、ゴム О リングをシール材とした三次蓋を装着

する。 

（注 2）バスケットに使用するアルミニウム合金の材料名称は HZ-A3004-H112

である（別添 1-1 参照）。  



 

1-67 

 

第 1-2 表 使用済燃料集合体の仕様 

 

項 目 仕 様 

使用済燃料集合体の種類 
17×17 燃料 

A 型 B 型 

形 集 合 体 幅 約 214 mm 

状 全     長 約 4,100 mm 

質         量 約 680 kg 

燃
料
集
合
体
１
体
の
仕
様 

初 期 濃 縮 度 

（ 集 合 体 平 均 ） 

  

最高燃焼度 （注 1） 48,000 MWd/t 以下 

冷 却 期 間 15 年以上 17 年以上 

特
定
兼
用
キ
ャ
ス
ク
１
基
当
た
り
の

仕
様 

収 納 体 数 24 体 

平均燃焼度 （注 2） 44,000 MWd/t 以下 

崩 壊 熱 量 15.9 kW 以下 

（注 1）最高燃焼度とは、収納する燃料集合体１体の燃焼度の最大値を示す。  

（注 2）平均燃焼度とは、収納する全燃料集合体に対する燃焼度の平均値を示す。 

  

内は商業機密のため、非公開とします。 
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第 1-3 表 バーナブルポイズン集合体の仕様 

 

項 目 仕 様 

バーナブルポイズン集合体の 

種 類 

17×17 燃料用 

A 型 B 型 

形 集 合 体 幅 約 161 mm 

状 全     長 約 4,000 mm 

質         量 約 29 kg 以下 

照 射 期 間 
 

   

冷 却 期 間 15 年又は 17 年以上（注 1） 

特定兼用キャスク１基当たりの 

収 納 体 数 
 

（注 1）組み合わせる使用済燃料集合体の冷却期間以上とする。 

 

  

内は商業機密のため、非公開とします。 
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第 1-4 表 臨界解析に用いる使用済燃料集合体の仕様 

 

項目 単位 17×17 燃料（A 型） 

燃 料 材 質 ― 二酸化ウラン 

被 覆 管 材 質 ― ジルカロイ-4 

燃 料 密 度 %理論密度  

ペ レ ッ ト 直 径 cm  

燃 料 有 効 長 cm  

燃 料 棒 配 列 ― 17×17 

燃 料 集 合 体 当 た り の 

燃 料 棒 本 数 
本 264 

初 期 濃 縮 度 wt%  

 

 

 

 

 

 

 

  

内は商業機密のため、非公開とします。 
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第 1-5 表 臨界解析条件 

 

項目 

 

条件 

乾燥状態 冠水状態 

使用済燃料の種類 17×17 燃料（A 型） 

濃縮度 4.2wt% 

収納体数 24 体 

バスケット格子内の燃料配置 Hitz-P24 型中心偏向配置 

主要な 

寸法条件 

バスケット格子内のり 最大 最大 

中性子吸収材板厚 最小 最小 

胴内径 最小 

ほう素添加量 仕様上の下限値 

Hitz-P24 型内雰囲気 真空 
冠水 

（水密度 1.0g/cm3） 

Hitz-P24 型外雰囲気 真空 真空 

Hitz-P24 型配列 無限配列（完全反射境界条件） 

バーナブルポイズン集合体 無し 

中性子遮蔽材（樹脂） 真空に置換 

バスケット固定金具 

本体側：胴の材質と同じ低合金鋼に置換 

バスケット側：バスケットの材質と同じアルミニ

ウム合金に置換 
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第 1-6 表 Hitz-P24 型評価結果 

 

項      目 
評 価 結 果 

設計基準値 
Ａ型 Ｂ型 

臨 
界 
防 
止 

中 性 子 

実効増倍率 

乾燥状態 0.36 
0.95 以下 

冠水状態 0.91 

遮 

 

蔽 

表面最大線量当量率 1.5mSv/h 1.4mSv/h 2 mSv/h 以下 

表面から１ｍ離れた位置 

における最大線量当量率 
84µSv/h 85µSv/h 100 µSv/h 以下 

除 

 

熱 

燃料被覆管 

最高温度 
17×17 燃料 203℃ 275℃ 

構成部材 

最高温度 

胴、蓋部 156℃ 350℃ 

外筒 122℃ 350℃ 

中性子遮蔽材 

(樹脂) 
138℃ 149℃ 

金属ガスケット 107℃ 130℃ 

バスケット格子 171℃ 250℃ 

閉

じ

込

め 

金属ガスケットの漏えい率 
1.70×10-6 

Pa・m3/s 

2.31×10-6 

Pa・m3/s(注1) 

構

造

強

度 

取り扱い時 
上部トラニオン 

組合せ応力 
192MPa 394MPa 

（注1）設計貯蔵期間中に特定兼用キャスク本体内部の負圧が維持できる漏えい率（標準状

態）を示す。金属ガスケットの設計漏えい率は、約1×10-8 Pa・m3/sであり、基準

漏えい率を下回る。 
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第 1-7 表 使用済燃料の崩壊熱量及び線源強度計算条件 

 

項  目 
17×17 燃料 

A 型 B 型 

最高燃焼度 （MWd/t） 48,000 

平均燃焼度 （MWd/t） 44,000 

比 出 力 （MW/t）  

照射 

期間 

（日） 

使用済燃料 

集合体 

最高燃焼度  

平均燃焼度  

バーナブルポイズン集合体  

濃 縮 度 （wt%） 4.0 

冷 却 期 間 （年） 15 17 

ウラン重量 （kg/体）  

ピーキングファクター（PF）(注 1) 

 
  

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 

（注 1）ノードは燃料有効部を軸方向に したものである。 

 

 

 

  

内は商業機密のため、非公開とします。 
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第 1-8 表 ガンマ線及び中性子の線源強度 

 

（Hitz-P24 型 1 基当たり） 

項          目 
17×17 燃料 

A 型 B 型 

ガンマ線 

燃料有効部（photons/s） 1.072×1017 1.006×1017 

構造材放射化（注 1） 

（60Co：TBq） 

上 部 ノ ズ ル 部 1.889×101 3.071×101 

上部プレナム部 5.505×101 9.643×101 

燃 料 有 効 部 4.352×102 3.491×102 

下部プレナム部 4.148×100 1.679×101 

下 部 ノ ズ ル 部 2.070×101 3.432×101 

中 性 子 燃料有効部（n/s）（注 2） 1.108×1010 1.029×1010 

（注 1）燃料集合体及びバーナブルポイズン集合体からの放射化ガンマ線源強度の合計値 

（注 2）中性子増倍の効果を考慮した値 
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第 1-9 表 除熱解析条件 

 

項目 解析条件 

燃料集合体のピーキングファクター 
第 1-7 表に示す 

ピーキングファクターを考慮 

燃料集合体の収納位置 
第 1-10 図に示す収納位置ごと

の崩壊熱量を設定 

境 

界 

条 

件 

対流環境温度 50℃ 

放射環境温度 65℃ 

放射率 
特定兼用キャスク表面 0.8 

貯蔵建屋の天井、床面 0.8 

特定兼用キャスク側面の放射形態係数 0.142（注 1） 

特定兼用キャスク端面（蓋）の放射形態係数 0.667 

（注 1）特定兼用キャスク配列ピッチ寸法 3.5m から算出される値を示す。 
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第 1-10 表 閉じ込め評価条件 

 

項目 評価条件 

圧力 

特定兼用キャスク内部（初期） 8.0×104Pa 

蓋間空間（初期） 4.1×105Pa 

大気圧 9.7×104Pa(注 1) 

空間容積 
特定兼用キャスク内部(注 2)  

蓋間空間  

温度 
特定兼用キャスク内部(注 3) 203℃ 

漏えい気体(注 4) -20℃ 

内部気体 ヘリウム 

設計貯蔵期間 60 年 

(注 1) 収納された使用済燃料の破損率（0.1%）による圧力上昇を別途考慮する。 

(注 2) 特定兼用キャスク内部の全空間容積から燃料集合体及びバスケットの容積を  

除いた空間容積を示す。 

(注 3) 保守的に燃料被覆管最高温度と同じ値に設定した値を示す。 

(注 4) 特定兼用キャスク周囲最低温度を示す。 

 

  

内は商業機密のため、非公開とします。 



 

1-76 

 

 

 

 

第 1-11 表 地震、津波及び竜巻の評価条件 

 

事象 評価条件 

地震 
水平加速度 2300Gal（注 1） 

鉛直加速度 1600Gal（注 1） 

津波 

浸水深   10m（注 1） 

流速    20m/s（注 1） 

漂流物質量 100t（注 2） 

竜巻 
最大風速  100m/s（注 1） 

設計飛来物 第 1-15 表のとおり 

（注 1）兼用キャスク告示に定められる評価条件 

（注 2）実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解

釈 別記 4 第 5 条の 2 の一に定められる評価条件 
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第 1-12 表 地震時の応力評価結果 

 

項目 評価結果 設計基準値 

トラニオン 302MPa 591MPa 

トラニオン接続部 36MPa 175MPa 

閉じ込め 

一次蓋密封シール部 23MPa 231MPa 

一次蓋ボルト 260MPa 913MPa 

臨界防止 バスケット 2MPa 87MPa 

遮蔽・除熱 外筒 58MPa 340MPa 

除熱 伝熱フィン 1 MPa 86MPa 
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第 1-13 表 津波荷重及び竜巻荷重と設計荷重の比較 

 

項目 
作用荷重 

（kN） 

設計荷重 

（kN） 

津波荷重 

（津波漂流物の衝突（波力を含む）） 
5.75×103 

2.37×104 
竜巻荷重 

（設計飛来物の衝突（竜巻による荷重を含む）） 
8.55×103 

 

 

 

第 1-14 表 設計荷重作用時の応力評価結果 

 

項目 評価結果 設計基準値 

閉じ込め 

一次蓋密封シール部 75MPa 230MPa 

一次蓋ボルト 405MPa 913MPa 

臨界防止 バスケット 8MPa 57MPa 

遮蔽・除熱 外筒 36MPa 187MPa 

（注記 1）漂流物の衝突位置では局所的に外筒が塑性変形することに伴い、伝熱フィン

も局所的に塑性変形が生じる可能性があるが、伝熱フィンは外筒よりも大き

な延性を有するため、伝熱フィンが破断することはない。 
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第 1-15 表 設計飛来物条件（注 1） 

 

飛来物の 

種類 

棒状物 板状物 塊状物 

鋼製パイプ 鋼製材 コンクリート板 コンテナ トラック 

寸法

（m） 

長さ×直径 

2×0.05 

長さ×幅×奥行 

4.2×0.3×0.2 

長さ×幅×厚さ 

1.5×1×0.15 

長さ×幅×奥行 

2.4×2.6×6 

長さ×幅×奥行 

5×1.9×1.3 

質量

（kg） 
8.4 135 540 2300 4750 

最大水平 

速度

（m/s） 

49 51 30 60 34 

最大鉛直 

速度

（m/s） 

33 34 20 40 23 

（注 1）原子力発電所の竜巻影響評価ガイド 解説表 4.1 
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第 1-3 図 使用済燃料集合体の収納位置条件 

 

  

：燃焼度が 48,000MWd/t 以下の使用済燃料集合体の収納範囲 

 

：燃焼度が 44,000MWd/t 以下の使用済燃料集合体の収納範囲 

内は商業機密のため、非公開とします。 
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第 1-4 図 貯蔵施設概要図（例） 

 

  

取扱エリア

貯蔵エリア

特定兼用キャスク 
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第 1-7 図 線源強度計算に使用したピーキングファクター 

  

               

 

内は商業機密のため、非公開とします。 
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第 1-8 図 遮蔽解析における使用済燃料集合体の収納位置条件 

 

 

  

：燃焼度が 48,000MWd/t の使用済燃料集合体の収納範囲 

 

：燃焼度が 44,000MWd/t の使用済燃料集合体の収納範囲 

内は商業機密のため、非公開とします。 
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：燃焼度 48,000MWd/t に相当する崩壊熱量 

（中央に収納される燃料集合体（12 体）） 

 

：特定兼用キャスク 1 基当たりの崩壊熱量が、燃焼度 44,000MWd/t に相当

する崩壊熱量（24 体分）と等しくなるように調整した崩壊熱量 

（外周に収納される燃料集合体（12 体）） 

 

第 1-10 図 除熱解析における使用済燃料の収納位置と崩壊熱量設定条件 
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（注）閉じ込め機能を担う密封境界部（一次蓋密封シール部及び一次蓋ボルト）、臨界防止

機能を担うバスケット、及び、一次蓋の横ずれ有無の評価においては、津波荷重もし

くは竜巻荷重を包絡する設計荷重を作用させる。 

 

第 1-15 図 津波荷重及び竜巻荷重作用時の Hitz-P24 型の機能維持評価フロー 

 

使 用 済 燃 料 

集 合 体 仕 様 

質 量 

寸 法 

特 定 兼 用 

キャスク仕様 

構 造 
材 料 
質 量 

特定兼用キャスク 

構 造 解 析 条 件 

圧 力 荷 重 

機 械 的 荷 重 

熱 荷 重 

津波荷重もしくは竜巻荷重（注） 

応力計算 

評価項目 

特定兼用キャスクの応力、

応力の組合せ及び応力強

さ 

評 価 許 容 応 力 以 下 

横ずれ計算 横 ず れ 荷 重 評 価 式 

応力評価 

横ずれ有無 

の評価 

（一次蓋） 

解析コード（ABAQUS） 

応 力 評 価 式 

評 価 項 目 横 ず れ 荷 重 

評 価 許 容 荷 重 以 下 
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第 1-16 図 供試ガスケットの形状・寸法（16） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1-17 図 塑性変形率 Dp と LMP の関係（16） 
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第 1-18 図 塑性変形率の定義（16） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1-19 図 漏えい率と LMP の関係（定数 C=20）（16） 
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別添 1-1-1 

1. 概要 

本書は、Hitz-P24 型のバスケットに適用するアルミニウム合金（HZ-A3004-H112）

に関する材料規定および製造管理規定について説明するものである。 

  



別添 1-1-2 

2. 適用範囲 

本材料およびこれを使用するバスケットの適用範囲について以下に規定する。 

(1) バスケットの最高使用温度は 250℃以下とする。 

(2) バスケットの輸送中および貯蔵中の使用環境は不活性ガス雰囲気とする。 

(3) バスケットの設計貯蔵期間は 60 年以下とする。 

(4) 設計貯蔵期間内であってもバスケットは再使用しない。 

(5) バスケットは耐圧構造としない。 

(6) バスケットは溶接部がない構造とする。 

(7) 本材料はボルト材として使用しない。 
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3. 材料規定 

本材料規定は、設計貯蔵期間における熱による経年変化を考慮した設計評価に適用す

るものである。 

 

3.1 材料名称 

規定名称は表 3.1 に示す。 

 

3.2 化学成分 

化学成分は表 3.2 による。 

 

3.3 設計応力強さ 

設計応力強さは表 3.3 の規定による。  

 

3.4 許容引張応力 

許容引張応力は表 3.4 の規定による。 

 

3.5 設計降伏点 

設計降伏点は表 3.5 の規定による。 

 

3.6 設計引張強さ 

設計引張強さは表 3.6 の規定による。 

 

3.7 縦弾性係数 

縦弾性係数は表 3.7 の規定による。 

 

3.8 線膨張係数 

線膨張係数は表 3.8 の規定による。 
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表 3.1 材料名称の規定 

材料の名称 記号 質別 

バスケット用材料 

アルミニウム合金（HZ-A3004-H112） 
HZ-A3004 H112 

 

 

表 3.2 化学成分の規定 

材料名称 

化学成分 (質量%) 

Si Fe Cu Mn Mg Zn 
その他 

Al 
個々 合計 

HZ-A3004 
0.15 

以下 

0.7 

以下 

0.05 

以下 

1.1 

～1.5 

1.0 

～1.3 

0.05 

以下 

0.05 

以下 

0.15 

以下 
残部 
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表 3.3 材料の各温度における設計応力強さ Sm （注１）（注２） 

（単位：MPa） 

材料 

名称 

温度 (℃) 

-40 

～40 
50 65 75 100 125 150 175 200 225 250 275 

HZ-A3004 52 52 52 52 52 52 47 42 36 31 27 23 

（注１） 各温度の中間における値は、比例法によって算出する。 

（注２） 時効による強度低下を考慮した値である。 

 

 

表 3.4 材料の各温度における許容引張応力 S （注１）（注２） 

（単位：MPa） 

材料 

名称 

温度 (℃) 

-40 

～40 
50 65 75 100 125 150 175 200 225 250 275 

HZ-A3004 47 46 46 46 45 38 28 20 15 11 8 6 

（注１） 各温度の中間における値は、比例法によって算出する。 

（注２） 時効による強度低下を考慮した値である。 

 

 

表 3.5 材料の各温度における設計降伏点 Sy 
（注１）（注２） 

（単位：MPa） 

材料 

名称 

温度 (℃) 

-40 

～40 
50 65 75 100 125 150 175 200 225 250 275 

HZ-A3004 78 78 78 78 78 78 78 78 74 67 59 49 

（注１） 各温度の中間における値は、比例法によって算出する。 

（注２） 時効による強度低下を考慮した値である。 
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表 3.6 材料の各温度における設計引張強さ Su 
（注１）（注２） 

（単位：MPa） 

材料 

名称 

温度 (℃) 

-40 

～40 
50 65 75 100 125 150 175 200 225 250 275 

HZ-A3004 166 162 162 162 159 151 138 122 106 92 79 69 

（注１） 各温度の中間における値は、比例法によって算出する。 

（注２） 時効による強度低下を考慮した値である。 

 

 

表 3.7 材料の各温度における縦弾性係数 （注１） 

（単位：×103MPa） 

材料 

名称 

温度 (℃) 

20 50 65 75 100 125 150 175 200 225 250 275 

HZ-A3004 73.4 72.9 72.7 72.5 72.0 71.4 70.7 69.9 69.1 68.1 67.1 65.9 

（注１） 各温度の中間における値は、比例法によって算出する。 

 

 

表 3.8 材料の各温度における線膨張係数 （注１） 

（単位：×10-6mm/mm℃） 

材料 

名称 

区分 

（注２） 

温度 (℃) 

20 50 65 75 100 125 150 175 200 225 250 275 

HZ 

-A3004 

A 22.9 23.6 23.9 24.1 24.6 24.9 25.3 25.8 26.2 26.6 27.0 27.4 

B 22.9 23.4 23.5 23.6 23.8 24.0 24.2 24.5 24.7 24.9 25.1 25.3 

（注１） 各温度の中間における値は、比例法によって算出する。 

（注２） 区分 A は瞬時線膨張係数、区分 B は常温から各温度までの平均線膨張係数を示す。 
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4. 製造管理規定 

本規定は、材料の製造管理に関する規定である。 

4.1 化学成分 

化学成分は、表 3.2 による。 

分析方法は JIS H1305:2005「アルミニウム及びアルミニウム合金の発光分光分析方

法」による。 

分析試料は溶湯試料とする。 

 

4.2 製造フロー 

製造は、図 4.1 に示す製造フローによる。 

 

4.3 質別 

質別は、JIS H0001:1998 における H112 とする。 

 

4.4 機械的性質 

機械的性質は、表 4.1 による。 

 

4.5 寸法ならびに許容差 

寸法は、表 4.2～表 4.4 による。 

 

4.6 品質管理 

図 4.1 の製造フローの各段階において、表 4.5 に示す品質管理を行う。 
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表 4.1 機械的性質 

引張強さ MPa 耐力 MPa 伸び ％ 

180 以上 84 以上 15 以上 

 

 

表 4.2 材料の幅寸法ならびにその許容差 

幅 mm 

1300 以上～1500 以下 

-0／+8 

1500 を超え～1800 以下 

-0／+10 

 

 

表 4.3 材料の長さ寸法ならびにその許容差 

長さ mm 

1300 以上～1500 以下 

-0／+8 

1500 を超え～1800 以下 

-0／+10 

 

 

表 4.4 材料の厚さ寸法ならびにその許容差 

 

 

表 4.5 品質管理表（注１） 

製造工程（注２） 管理項目 
材料保証 

（規定） 

製造管理 

（参考） 

①合金の溶解 

材料特性 

（初期材） 

化学成分(溶湯) 〇 － 

⑤検査 

機械的性質 〇 － 

寸法 〇 － 

外観 〇 － 

③熱間圧延 製造条件 質別 〇 － 

（注１） 設計貯蔵期間における設計用強度の特性保証に係る品質管理一覧である。 

（注２） 製造工程は図 4.1 の製造フローに対応する。 

  

厚さ mm 

40 を超え～ 

50 以下 

±1.3 

50 を超え～ 

55 以下 

±1.5 

55 を超え～ 

70 以下 

±1.9 

70 を超え～ 

75 以下 

±2.3 

75 を超え～ 

100 以下 

±2.8 
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① 合 金 の 溶 解 

 

② スラブの鋳造 

 

③ 熱 間 圧 延 

 

④ 切 断 

 

⑤ 検 査 

 

 

図 4.1 製造フロー 
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1. 特定機器を使用することにより発電用原子炉施設に及ぼす影響 

1.1 特定機器を使用することにより発電用原子炉施設に及ぼす影響の確認 

Hitz-P24 型は、地盤の十分な支持を想定し、縦置きで貯蔵架台に固定された特定兼

用キャスクを基礎等に固定する設計とする。Hitz-P24 型を発電用原子炉施設において

使用した場合に発電用原子炉施設の安全性を損なうような影響を及ぼさない設計とす

る。 

以下、Hitz-P24 型を発電用原子炉施設において使用した場合に発電用原子炉施設の

安全性を損なうような影響を及ぼさないことを、「実用発電用原子炉及びその附属施設

の位置、構造及び設備の基準に関する規則」の各条に沿って確認する。 

なお、添付書類一の 3．「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備

の基準に関する規則」に対する適合性において型式証明申請書の範囲外とした条文は、

確認対象から除くものとする。 
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（地震による損傷の防止） 

第四条 設計基準対象施設は、地震力に十分に耐えることができるものでなければならな

い。 

２ 前項の地震力は、地震の発生によって生ずるおそれがある設計基準対象施設の安全機

能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度に応じて算定しなければならない。 

３ 耐震重要施設は、その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を及ぼすおそれがある

地震による加速度によって作用する地震力（以下「基準地震動による地震力」という。）

に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。 

４ 耐震重要施設は、前項の地震の発生によって生ずるおそれがある斜面の崩壊に対して

安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。 

５ 炉心内の燃料被覆材は、基準地震動による地震力に対して放射性物質の閉じ込めの機

能が損なわれるおそれがないものでなければならない。 

６ 兼用キャスクは、次のいずれかの地震力に対して安全機能が損なわれるおそれがない

ものでなければならない。 

一 兼用キャスクが地震力により安全機能を損なうかどうかをその設置される位置のい

かんにかかわらず判断するために用いる合理的な地震力として原子力規制委員会が別

に定めるもの 

二 基準地震動による地震力 

７ 兼用キャスクは、地震の発生によって生ずるおそれがある斜面の崩壊に対して安全機

能が損なわれるおそれがないものでなければならない。 

 

特定兼用キャスクを使用することにより発電用原子炉施設に及ぼす影響の確認 

１から５ について 

Hitz-P24 型が発電用原子炉施設に与える影響評価の範囲外とする。 

 

６ について 

Hitz-P24 型は、地盤の十分な支持を想定し、縦置きで貯蔵架台に固定された特定

兼用キャスクを基礎等に固定する設計とする。また、Hitz-P24 型は、自重その他の

貯蔵時に想定される荷重と第一号に規定する地震力を組み合わせた荷重条件に対し

て、特定兼用キャスクの貯蔵架台に固定する支持部（下部トラニオン）は、破断延性

限界に十分な余裕を有することで、特定兼用キャスクが転倒せず、特定兼用キャスク

の安全機能に影響を及ぼさない設計とする。 

Hitz-P24 型は、上記の荷重条件に対して、特定兼用キャスクの安全機能を担保す

る部位のうち、閉じ込め機能を担保する密封境界部は、おおむね弾性状態に留まる設

計とし、臨界防止機能を担保するバスケットは、臨界防止上有意な変形が生じない設

計とする。その他の部位については、塑性ひずみが生じる場合であっても、破断延性
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限界に対して十分な余裕を有し、特定兼用キャスクの安全機能を維持する設計とす

る。 

以上より、発電用原子炉施設の安全性に影響を及ぼさない。 

 

７ について 

Hitz-P24 型が発電用原子炉施設に与える影響評価の範囲外とする。  
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（津波による損傷の防止） 

第五条 設計基準対象施設（兼用キャスク及びその周辺施設を除く。）は、その供用中に当

該設計基準対象施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波（以下「基準津波」という。）

に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。 

２ 兼用キャスク及びその周辺施設は、次のいずれかの津波に対して安全機能が損なわれ

るおそれがないものでなければならない。 

一 兼用キャスクが津波により安全機能を損なうかどうかをその設置される位置のいか

んにかかわらず判断するために用いる合理的な津波として原子力規制委員会が別に定

めるもの 

二 基準津波 

 

特定兼用キャスクを使用することにより発電用原子炉施設に及ぼす影響の確認 

１ について 

Hitz-P24 型が発電用原子炉施設に与える影響評価の範囲外とする。 

 

２ について 

Hitz-P24 型は、第一号に規定する津波による遡上波の波力及び漂流物の衝突による荷

重が同時に作用する荷重条件に対して、特定兼用キャスクの安全機能が損なわれるおそ

れがない設計とする。 

Hitz-P24 型は、上記の荷重条件に対して、特定兼用キャスクの安全機能を担保する部

位のうち、閉じ込め機能を担保する密封境界部は、おおむね弾性状態に留まる設計とし、

臨界防止機能を担保するバスケットは、臨界防止上有意な変形が生じない設計とする。そ

の他の部位については、塑性ひずみが生じる場合であっても、破断延性限界に対して十分

な余裕を有し、特定兼用キャスクの安全機能を維持する設計とする。 

以上より、発電用原子炉施設の安全性に影響を及ぼさない。 
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（外部からの衝撃による損傷の防止） 

第六条 安全施設（兼用キャスクを除く。）は、想定される自然現象（地震及び津波を除く。

次項において同じ。）が発生した場合においても安全機能を損なわないものでなければな

らない。 

２ 重要安全施設は、当該重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される

自然現象により当該重要安全施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力を適

切に考慮したものでなければならない。 

３ 安全施設（兼用キャスクを除く。）は、工場等内又はその周辺において想定される発電

用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるも

の（故意によるものを除く。以下「人為による事象」という。）に対して安全機能を損な

わないものでなければならない。 

４ 兼用キャスクは、次に掲げる自然現象が発生した場合においても安全機能を損なわな

いものでなければならない。 

一 兼用キャスクが竜巻により安全機能を損なうかどうかをその設置される位置のいか

んにかかわらず判断するために用いる合理的な竜巻として原子力規制委員会が別に定

めるもの 

二 想定される森林火災 

５ 前項の規定は、兼用キャスクについて第一項の規定の例によることを妨げない。 

６ 兼用キャスクは、次に掲げる人為による事象に対して安全機能を損なわないものでな

ければならない。 

一 工場等内又はその周辺において想定される兼用キャスクの安全性を損なわせる原因

となるおそれがある爆発 

二 工場等の周辺において想定される兼用キャスクの安全性を損なわせる原因となるお

それがある火災 

７ 前項の規定は、兼用キャスクについて第三項の規定の例によることを妨げない。 

 

特定兼用キャスクを使用することにより発電用原子炉施設に及ぼす影響の確認 

１から３ について 

Hitz-P24 型が発電用原子炉施設に与える影響評価の範囲外とする。 

 

４ について 

一 Hitz-P24 型は、第一号に規定する竜巻による荷重及び設計飛来物の衝突による荷

重を組み合わせた荷重条件に対して、特定兼用キャスクの安全機能が損なわれない

設計とする。Hitz-P24 型に衝突し得る設計飛来物は、「原子力発電所の竜巻影響評価

ガイド」を踏まえて、飛来物の種類、寸法、質量及びその最大速度を設定する。 

Hitz-P24 型は、上記の荷重条件に対して、特定兼用キャスクの安全機能を担保す
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る部位のうち、閉じ込め機能を担保する密封境界部は、おおむね弾性状態に留まる設計

とし、臨界防止機能を担保するバスケットは、臨界防止上有意な変形が生じない設計と

する。その他の部位については、塑性ひずみが生じる場合であっても、破断延性限界に

対して十分な余裕を有し、特定兼用キャスクの安全機能を維持する設計とする。 

以上より、発電用原子炉施設の安全性に影響を及ぼさない。 

二 Hitz-P24 型が発電用原子炉施設に与える影響評価の範囲外とする。 

 

５から７ について 

Hitz-P24 型が発電用原子炉施設に与える影響評価の範囲外とする。 
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（燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設） 

第十六条 発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、通常運転時に使用する燃料体

又は使用済燃料（以下この条において「燃料体等」という。）の取扱施設（安全施設に係

るものに限る。）を設けなければならない。 

一 燃料体等を取り扱う能力を有するものとすること。 

二 燃料体等が臨界に達するおそれがないものとすること。 

三 崩壊熱により燃料体等が溶融しないものとすること。 

四 使用済燃料からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有するものとすること。 

五 燃料体等の取扱中における燃料体等の落下を防止できるものとすること。 

２ 発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、燃料体等の貯蔵施設（安全施設に属

するものに限る。以下この項において同じ。）を設けなければならない。 

一 燃料体等の貯蔵施設は、次に掲げるものであること。 

イ 燃料体等の落下により燃料体等が破損して放射性物質の放出により公衆に放射線

障害を及ぼすおそれがある場合において、放射性物質の放出による公衆への影響を

低減するため、燃料貯蔵設備を格納するもの及び放射性物質の放出を低減するもの

とすること。 

ロ 燃料体等を必要に応じて貯蔵することができる容量を有するものとすること。 

ハ 燃料体等が臨界に達するおそれがないものとすること。 

二 使用済燃料の貯蔵施設（キャスクを除く。）にあっては、前号に掲げるもののほか、

次に掲げるものであること。 

イ 使用済燃料からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有するものとすること。 

ロ 貯蔵された使用済燃料が崩壊熱により溶融しないものであって、最終ヒートシン

クへ熱を輸送できる設備及びその浄化系を有するものとすること。 

ハ 使用済燃料貯蔵槽（安全施設に属するものに限る。以下この項及び次項において同

じ。）から放射性物質を含む水があふれ、又は漏れないものであって、使用済燃料貯

蔵槽から水が漏えいした場合において水の漏えいを検知することができるものとす

ること。 

ニ 燃料体等の取扱中に想定される燃料体等の落下時及び重量物の落下時においても

その機能が損なわれないものとすること。 

３ 発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、使用済燃料貯蔵槽の水位及び水温並

びに燃料取扱場所の放射線量を測定できる設備を設けなければならない。 

一 使用済燃料貯蔵槽の水位及び水温並びに燃料取扱場所の放射線量の異常を検知し、

それを原子炉制御室に伝え、又は異常が生じた水位及び水温を自動的に制御し、並びに

放射線量を自動的に抑制することができるものとすること。 

二 外部電源が利用できない場合においても温度、水位その他の発電用原子炉施設の状

態を示す事項（以下「パラメータ」という。）を監視することができるものとすること 
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４ キャスクを設ける場合には、そのキャスクは、第二項第一号に定めるもののほか、次に

掲げるものでなければならない。 

一 使用済燃料からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有するものとすること。 

二 使用済燃料の崩壊熱を適切に除去することができるものとすること。 

三 使用済燃料が内包する放射性物質を適切に閉じ込めることができ、かつ、その機能を

適切に監視することができるものとすること。 

 

特定兼用キャスクを使用することにより発電用原子炉施設に及ぼす影響の確認 

１ について 

Hitz-P24 型が発電用原子炉施設に与える影響評価の範囲外とする。 

 

２ について 

一 Hitz-P24 型は、以下のように設計する。 

イ及びロ Hitz-P24 型が発電用原子炉施設に与える影響評価の範囲外とする。 

ハ Hitz-P24 型は、次の方針に基づき安全設計を行う。 

(1) 特定兼用キャスク単体として臨界を防止するための設計方針 

Hitz-P24 型は、次の a.から d.により、特定兼用キャスク単体として、使用済燃

料を収納した条件下で、貯蔵施設への搬入から搬出までの乾燥状態、及びHitz-P24

型に使用済燃料集合体を収納する際の冠水状態において、技術的に想定されるい

かなる場合でも、核燃料物質が臨界に達するおそれのない設計とする。 

a. Hitz-P24 型は、内部に格子状のバスケットを設け、バスケットの格子の中に

使用済燃料集合体を収納することにより、使用済燃料集合体を所定の幾何学

的配置に維持する設計とする。 

b. Hitz-P24 型は、中性子吸収能力を有するほう素を偏在することなく添加した

中性子吸収材を適切な位置に配置する設計とする。 

c. Hitz-P24 型のバスケットは、設計貯蔵期間 60 年間の経年変化に対して十分

な信頼性を有する材料を選定することで、必要とされる強度及び性能が設計

貯蔵期間 60 年間を通じて維持され、臨界防止上有意な変形を起こさず、構造

健全性が保たれる設計とする。 

d. Hitz-P24 型の臨界評価において、中性子実効増倍率が 0.95 以下となるように

設計する。この際、未臨界性に有意な影響を与える因子については以下のとお

りとする。 

①乾燥状態及び冠水状態で臨界評価を実施する。 

②バスケット格子内の使用済燃料集合体は、中性子実効増倍率が最大となる

配置とする。 

③特定兼用キャスク周囲を完全反射条件（無限配列）とする。 
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④バスケットの格子内のり等の寸法公差や中性子吸収材の製造公差を考慮す

る。 

⑤燃焼度クレジット（使用済燃料集合体の燃焼に伴う反応度低下）は考慮しな

い。また、使用済燃料集合体には可燃性毒物としてガドリニアを添加した燃

料棒が含まれる場合があるが、中性子実効増倍率の評価に当たってはガド

リニアの存在を無視する。 

⑥バーナブルポイズン集合体は考慮しない。 

(2) 特定兼用キャスク相互の中性子干渉を考慮した臨界防止のための設計方針 

Hitz-P24 型は、特定兼用キャスク相互の中性子干渉を考慮した臨界防止につい

て、中性子実効増倍率が 0.95 以下となるように設計する。上記(1)特定兼用キャス

ク単体として臨界を防止するための設計方針において、特定兼用キャスクの境界

条件を完全反射条件（無限配列）として臨界評価することから、特定兼用キャスク

相互の中性子干渉による影響は考慮され、複数の特定兼用キャスクが接近する等

の技術的に想定されるいかなる場合でも核燃料物質が臨界に達するおそれがない

設計とする。 

以上より、発電用原子炉施設の安全性に影響を及ぼさない。 

二 Hitz-P24 型が発電用原子炉施設に与える影響評価の範囲外とする。 

 

３ について 

Hitz-P24 型が発電用原子炉施設に与える影響評価の範囲外とする。 

 

４ について 

一 Hitz-P24 型は、次の方針に基づき安全設計を行う。 

Hitz-P24 型は、使用済燃料集合体から放出される放射線を特定兼用キャスクの本体

胴及び蓋部により遮蔽する設計とし、ガンマ線遮蔽材には十分な厚みを有する鋼製の

材料を用い、中性子遮蔽材には樹脂を用いる。設計貯蔵期間 60 年間における中性子遮

蔽材の熱による遮蔽機能の低下を考慮しても、特定兼用キャスク表面及び特定兼用キ

ャスク表面から1mの位置における線量当量率は、それぞれ2mSv/h以下及び100µSv/h

以下となる設計とする。 

Hitz-P24型の遮蔽機能に関する評価は、収納する使用済燃料集合体の種類、燃焼度、

冷却期間等の条件から、遮蔽評価の結果が厳しくなる入力条件を設定したうえで、線源

強度を求める。特定兼用キャスクの実形状を二次元でモデル化し、特定兼用キャスク表

面及び特定兼用キャスク表面から 1m の位置における線量当量率を求め、上記に示す

線量当量率の基準を満足することを確認する。 

以上より、発電用原子炉施設の安全性に影響を及ぼさない。 

二 Hitz-P24 型は、次の方針に基づき安全設計を行う。 
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Hitz-P24 型は、特定兼用キャスクについて動力を用いないで使用済燃料の崩壊熱を

適切に除去するため、使用済燃料集合体の崩壊熱を特定兼用キャスク表面に伝え、周囲

空気等に伝達することにより除去できる設計とする。 

Hitz-P24 型は、以下のとおり使用済燃料集合体の温度及び特定兼用キャスクの温度

を制限される値以下に維持する方針とする。 

(1) 使用済燃料集合体の温度を制限される値以下に維持するための設計方針 

Hitz-P24 型は、特定兼用キャスクに収納する使用済燃料集合体の燃料被覆管の

温度について使用済燃料集合体の健全性を維持する観点から、収納する使用済燃

料の種類、燃焼度、冷却期間等の条件から、除熱評価の結果が厳しくなる入力条件

を設定したうえで求めた使用済燃料集合体の崩壊熱量及び使用済燃料集合体の燃

焼度に応じた収納配置を考慮した除熱評価を行い、当該燃料被覆管の温度につい

ては、燃料被覆管のクリープ破損及び燃料被覆管の機械的特性の低下を防止する

観点から、燃料被覆管の累積クリープひずみが 1％を超えない温度、照射硬化の回

復により燃料被覆管の機械的特性が著しく低下しない温度及び水素化物の再配向

により燃料被覆管の機械的特性が低下しない温度以下とし、使用済燃料集合体の

健全性が維持される温度以下となるように特定兼用キャスクを設計する。 

(2) 特定兼用キャスクの温度を制限される値以下に維持するための設計方針 

Hitz-P24 型は、特定兼用キャスクについて、特定兼用キャスクの安全機能を維

持する観点から、収納する使用済燃料の種類、燃焼度、冷却期間等の条件から、除

熱評価の結果が厳しくなる入力条件を設定したうえで求めた使用済燃料集合体の

崩壊熱量及び使用済燃料集合体の燃焼度に応じた収納配置を考慮した除熱評価を

行い、特定兼用キャスクの温度を構成部材の健全性が保たれる温度以下となる設

計とする。 

また、Hitz-P24 型は、使用済燃料集合体及び特定兼用キャスクの温度が制限される

値以下に維持されていることを評価するために、特定兼用キャスク外表面の温度を測

定できる設計とする。 

以上より、発電用原子炉施設の安全性に影響を及ぼさない。 

 

三 Hitz-P24 型は、次の方針に基づき安全設計を行う。 

(1) 使用済燃料集合体を内封する空間を負圧に維持するための設計方針 

Hitz-P24 型は、長期にわたって閉じ込め機能を維持する観点から、特定兼用キ

ャスクの蓋及び蓋貫通孔のシール部に金属ガスケットを用いることにより、設計

貯蔵期間 60 年間を通じて、使用済燃料集合体を内封する空間を負圧に維持できる

設計とする。負圧に維持できる設計により当該空間が不活性雰囲気に保たれる。 

(2) 使用済燃料集合体を内封する空間を容器外部から隔離するための設計方針 
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Hitz-P24 型は、使用済燃料集合体を内封する空間を特定兼用キャスク外部から

隔離する設計として、特定兼用キャスクの蓋部を一次蓋及び二次蓋による二重の

閉じ込め構造とし、一次蓋と二次蓋との間の空間部（以下「蓋間」という。）を正

圧に維持することにより圧力障壁を形成し、使用済燃料集合体を内封する空間を

特定兼用キャスク外部から隔離する設計とする。 

また、Hitz-P24 型は、蓋間の圧力を測定することにより閉じ込め機能を監視できる

設計とする。 

以上より、発電用原子炉施設の安全性に影響を及ぼさない。 
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1.2 特定機器を使用することにより発電用原子炉施設に及ぼす影響の確認結果 

確認の結果、Hitz-P24 型を発電用原子炉施設において使用した場合に、発電用原子

炉施設の安全性を損なうような影響を及ぼすおそれはない。 

 

 




